


























































































































































































































































既存ストックの有効活用⑤ ～北海道全体での効率的な物流の実現～

※ 特定日とは、ＧＷ・盆・年末年始

○ 北海道は、道内の貨物輸送のほとんどを自動車が担っているにも関わらず、定期便により道外輸送が行われる
港湾は５港（函館・室蘭・苫小牧・釧路・小樽）にとどまっている。

○ 青函トンネルは、北海道新幹線と貨物列車が共用走行しているため、安全性の観点から新幹線速度が140km/時
に制限されており、また、青函トンネルを含めた修繕費はＪＲ北海道の収支を圧迫している。

○ 青函トンネルのボトルネックを解消し、新幹線の速達性を確保するとともに、既存港湾においてフェリーやＲＯＲＯ航
路を新設するなど、北海道全体での効率的な物流を実現する方策を検討すべき。

輸送モード別貨物輸送量
（出典：北海道庁資料）

青函共用走行区間におけるダイヤ（平成30年３月17日時点）
（出典：国土交通省鉄道局資料）

青函共用走行区間の高速化と高速走行試験
（出典：国土交通省鉄道局資料）

ＪＲ北海道の財務状況
（出典：国土交通省鉄道局資料）

北海道の物流に係る交通基盤
（出典：国土交通省北海道局資料）

（千トン） （千トン）
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民間資金の活用① ～コンセッション事業等の重点分野の進捗状況～

○ ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプランにおいて、民間ビジネス拡大効果が特に高い分野や、今後ストックの維持更新に
ついて大きな課題を抱えることが予想される分野を重点分野として指定し、事業案件を数値目標として設定。

○ ＰＰＰ／ＰＦＩの事業規模目標として平成３４年度までに２１兆円を掲げており、その達成に向け、引き続き、取組を推
進すべき。（平成２５年～２８年度における事業規模の実績は、１１．５兆円）

【浜松市下水道コンセッション事業】
○平成30年4月から事業開始。
○事業範囲：経営・改築・維持管理を一体化。
○使用者は、市に使用料を、運営権者に利用料金を支払

うこととし、利用料金は、総額に一定の割合を乗じて算
出。料金改定の提案権限を付与。

○事業効果 ＶＦＭ：14.4％ 86.6億円
○運営権対価 総額25億円

出典：内閣府（民間資金等活用事業推進室）取りまとめ資料を基に作成

【空港コンセッションの進捗状況
（自衛隊との共用空港等19空港を除く）】

【北海道内７空港コンセッション事業】
○対象空港：上記の北海道内7空港（国管理空港と地方管

理空港を一括してコンセッションに付す事例）
○第二次審査実施中（～平成31年7月）
○平成32年6月以降、新千歳空港から順次空港運営開始
○運営権者には、効率的な運営による公的負担（補助金）

の削減や、民間ノウハウの活用による一体的かつ機動的
な空港運営を期待。

○運営権対価（提案中）等：総額720億円以上（分割金24億
円×30年、一時金（提案額））、収益連動負担金も導入

事業中

導入可能性
調査

デューディリ
ジェンス

マーケット
サウンディング

条例案の
提出・公表

実施方針策定 事業者公募
運営権設定

実施契約締結
事業開始

４件 － １件 １件 － ４件 １件 ５件

秋田空港
青森空港
富山空港
佐賀空港

広島空港 南紀白浜空港

静岡空港
福岡空港
熊本空港

北海道内複数空港

鳥取空港

但馬空港
関西・伊丹空港

仙台空港
神戸空港
高松空港

－ － － － － － － １件
愛知県

４件 ３件 １件 ２件 － － － －

ニセコ町
近江八幡町
木古内町
大牟田市

伊豆の国市
宮城県
村田町

浜松市
大阪市
奈良市

５件 １件 １件 ２件 １件 － － １件

大阪市
宮城県
小松市
大分市

大牟田市

村田町 宇部市
奈良市
三浦市

須崎市 浜松市

４件 － － － － ２件 ６件 －

川崎市
泉大津市
京都府

福知山市

埼玉県
京都市

神戸市
池田市
岡山市
東京都
愛知県
大阪府

公営住宅
（６件）

下水道
（６件）

進　捗　状　況（平成30年4月）
※赤字は平成29年4月から進捗があったもの

水道
（６件）

分野
（目標）

空港
（６件）

道路
（１件）

※収益型事業・公的不動産利活用事業を含む。

※
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民間資金の活用② ～道路分野におけるコンセッションの活用促進～

○ 道路整備特別措置法では、料金の徴収主体は高速道路会社、地方道路公社等に限定されている。一方、構造改
革特区制度により、地方道路公社によるコンセッション方式が可能となっており、既に愛知県が本制度を活用。

○ 同事例では、コンセッションの対象となる運営権対価が道路公社予定最低価格（1,220億円）を上回る価格で入札決
定され（1,377億円）、確実な償還に貢献。他の道路公社においてもこうした取組の実施について検討すべき。

愛知県道路公社におけるコンセッションの概要

発注者 愛知県道路公社

対象路線 愛知県道路公社が管理する８路線（右図参照）

事業内容
① 対象路線の維持管理・運営業務
② 改築業務（知多４路線）
③ 附帯事業及び任意事業

運営権者

愛知道路コンセッション株式会社
（参考）優先交渉権者「前田グループ」

代表企業：前田建設工業株式会社
構成企業：森トラスト株式会社、 大和ハウス工業株式会社、

大和リース株式会社、セントラルハイウェイ株式会社
連携企業：Macquarie Corporate Holdings Limited

運営権対価
（８路線合計）

１，３７７．０億円（税抜）
うち一時金 １５０．０億円（税抜）

事業期間 平成２８年１０月１日～料金徴収期間満了まで（最大約３０年）

特徴

愛知県道路公社の公社管理道路運営事業は、近傍に立地する商業施設等を運
営する事業と連携し、当該道路の利便増進を図るとともに、民間事業者の創意工
夫による低廉で良質な利用者サービスの提供、有料道路の利便性の向上、沿線
開発等による地域経済の活性化、民間事業者に対する新たな事業機会の創出、
効率的な管理運営の実現、確実な債務の償還を図ることを目的とする。

実施スキーム

＜コンセッション方式（公共施設等運営権方式）＞

(参考)公社予定最低価
１，２１９．７７億円（税抜）

うち一時金 １５０．０億円（税抜）

＜主な経緯＞
・平成24年２月 愛知県から有料道路分野に民間企業が参入できる措置を求める構造改革特区提案
・平成27年２月 愛知県が国家戦略特別区域に指定
・平成28年２月 優先交渉権者の決定
・平成28年10月 事業者による運営開始

＜対象路線図＞
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上水道
（計画給水人口5,001人以上）

下水道
（主として市街地［公共下水道］)

当然適用
［地方公営企業法第２条第１項第１号］

任意適用
［地方公営企業法第２条第３項］

（人口３万人以上）
適用済：39.3％、取組中：58.0％
検討中：1.3％
検討未着手：1.3％

（人口３万人未満）
適用済：8.1％、取組中：16.7％
検討中：31.6％、
検討未着手：43.6％

【下水道事業*¹におけるコンセッションの進捗状況】

民間資金の活用③ ～上下水道事業の経営効率化～

○ 下水道事業については、平成30年度より、国の財政支援について、広域化・共同化に関する計画策定の検討着手
や公営企業会計の適用の検討着手を要件化しており、広域化・共同化、ＰＦＩ導入やＩＣＴ活用等による経営効率化に
着実につながるよう、実効性のある取組を進めるべき。

○ 特に、経営の効率化が急務な小規模地方公共団体の広域化等の取組が進むよう、下水道についても、人口３万人
未満の地方公共団体も含め、公営企業会計の適用を一層促進すべき。

事業中 進 行 中 未実施

時点 事業開始 事業者公募 実施方針策定 条例案の提出・公表 マーケットサウンディング デューディリジェンス 導入可能性調査 未着手

平成29年4月 －
１件

（浜松市）
－

２件
（奈良市、三浦市*²）

２件
（須崎市、宇部市）

－
６件

（宮城県、村田町
ほか）

41都道府県
1,418市町村

平成30年4月
１件

（浜松市）
－

１件
（須崎市）

２件
（奈良市、三浦市*²）

１件
（宇部市）

１件
（村田町）

５件
（宮城県ほか）

41都道府県
1,418市町村

＜経営効率化の促進（広域化・共同化に関する計画策定等の要件化）＞＜経営効率化の促進（広域化・共同化に関する計画策定等の要件化）＞ 【公営企業会計の適用について（上下水道）】

＊1 下水道事業を実施している都道府県及び市町村数（H26.3.31時点）を記載。
＊2 コンセッション事業の導入検討のための審議会設置に関する条例は策定済。

出典：総務省「公営企業会計適用の取組状況（平成29年８月22日） 」
（注）下水道事業について、総務省は、人口３万人以上の団体については平成32年度までに公

営企業会計に移行すること、人口３万人未満の団体についてはできる限り移行することを要
請している（平成27年１月27日「公営企業会計の適用の推進について」）。

■ 平成30年度予算より、以下の取組を社会資本整備総合交付金及び防災・
安全交付金の交付要件として追加。

 平成34年度までに、全ての都道府県において、広域化・共同化に関する計画
（施設・処理区の統合、維持管理業務の共同化、下水汚泥の共同処理、ICT活
用による集中管理等）を策定すること。
このため、各都道府県及び市町村は連携し、平成30年度に策定の検討に着

手すること。

 公営企業会計の適用について、検討未着手の地方公共団体（人口３万人未
満の団体を含む）は、平成30年度に適用の検討に着手すること。
また、人口３万人以上の団体は、平成32年度までに適用、人口３万人未満の

団体はできる限り適用すること。
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48.9%

12.1%

16.3%

22.6%
80%未満

90%未満

100%未満

100%以上

155
8%

881
46%

506
27%

367
19%

資本費：全部
維持管理費：全部

資本費：一部
維持管理費：全部

維持管理費全部

維持管理費一部

出典：総務省「地方公営企業年鑑（平成28年度）」を基に作成
※資本費には資産維持費を含まない（平成29年3月に追加）

なお、１自治体で公共下水道、特定環境保全公共下水道、特定公共
下水道を実施している場合は、 それぞれ１カウントとしている。
また、資本費・維持管理費からは公的負担分を除外している。

民間資金の活用④ ～下水道使用料の考え方～

○ 汚水処理にかかる下水道事業については、「受益者負担の原則」と整合的である必要。費用構造は固定費が大半
であるが、収入については、基本使用料として賦課する割合が小さく、従量使用料が多くなっている。今後、世帯人口
の減少や節水技術の進歩による使用水量減少が見込まれる中、収入が不安定となる要因となりかねない。

○ 国が各自治体に対し、費用構造を踏まえた望ましい使用料体系のあり方を積極的に示していくべき。

重点項目Ⅳマネジメントサイクルの確立
２．基本的な施策
（４）健全な下水道経営の確保

（c）受益者負担の原則に基づく適切な使用料の設定

平成29年8月国土交通省

管理運営費の費用構成

新下水道ビジョン加速戦略（抄） 経費回収率（団体数の割合）

費用の大半は設備投資関連費用などの固定費であり、
変動費は動力費、薬品費など限定的である。

下水道使用料の構成

下水道使用料算定の基本的考え方[2016年度版]（抄）

使用料対象経費のうち基本使用料として賦課する
ものは、基本的には需要家費及び固定費とするのが
適当であるが、施設型事業である下水道事業の特
性により、使用料対象経費に占める固定費の割合
が極めて大きいことから、固定費についてはその
一部を基本使用料として賦課し、他は従量使用料
として賦課することが妥当である。

基本使用料として賦課する固定費の範囲につい
ては、各地方公共団体の排水需要の実態、下水道
事業の実態等を勘案して定めるものとするが、人
口減少が見込まれる地域等にあっては、事業の安定
した収支の均衡を図る観点から十分に検討する必要
がある。 （（公社）日本下水道協会）

注 ：経費回収率＝使用料単価÷汚水処理原価

出典：総務省「地方公営企業年鑑（平成28年度）」
を基に作成

全部対象としているのは約8％

使用料算定における資本費の取扱い

出典：総務省「地方公営企業年鑑（平成28年度）」から作成
※公共下水道事業（特環、特公を含む。）を対象としているが、管理運営費の中には

流域下水道管理運営費負担金を含めている。

下水道使用料は基本使用料と従量使用料に分かれ
るが、平均すると基本使用料は約２割程に留まる。

基本
使用料

従量使用料

（注）直近三か年以内に使用料改定を行った地方公共団体から２８団体を抽出して平均

２１．０％ ７９．０％

需要
家費

固定費 変動費

８３．３％ １６．７％

使用水量に関わらず発生
使用水量に比例して変動

（５．４％） （７７．９％）

使用料
収入

使用料
対象経費
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新技術の活用① ～新技術の活用によるコスト縮減～

路体（築堤）盛土（15,000m3）の場合の試算

（将来）

（i-Construction

導入時）

（従来施工）

機械経費 労務費・その他経費

※比較用の試算のため、盛土工のみで試算。実際の工事では、ＩＣＴ建機で行わ
ない土砂の運搬工等の工種を追加して工事発注がなされる。

H29 ICT土工の活用効果調査（時間短縮）
（N=274）

31.2%縮減

UAV（ドローン）測量 ICT建機による施工

ICTによる出来形検査

ICT建機の導入による増 省力化による減

ICT建機の投資に見合う
積算基準を導入

（ICT建機のリース料、初期導入経費

ｉ‐Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ導入によるコストの試算 ｉ‐Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ導入による時間短縮の効果

ICT建機の普及による減

従来施工の
1.1倍程度

○ 国土交通省においては、「ICTの全面的な活用（ICT土工）」等の施策を建設現場に導入することによって、建設生
産システム全体の生産性向上を図り、魅力ある建設現場を目指す取組であるi-Construction（アイ・コンストラクショ
ン）を進めている。

○ こうした技術の活用に当たっては、生産性の向上の観点に加え、建設・維持管理コストの縮減を実現していくことが
重要。そのための社会実装に必要な支援を効果的に行っていく必要。

（国土交通省の調査による）

（国土交通省の試算による）
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構造部点検ロボットシステム

新技術の活用② ～最先端技術の実装促進～

河川分野での新技術活用 新技術導入促進経費の活用（平成30年度予算：11.8億円）

公共工事費

（新規）新技術導入促進経費

イノベーション指向
の事業に転換

新技術の現場実証

関係府省との連携

○ 次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会を活用し、
ロボット開発を担う経済産業省と現場実証を担う国土交通省
の連携を強化。

ドローンで橋梁の写真を撮影し、橋
梁全体の３次元又は２次元画像を
作成して、損傷箇所・程度を把握。

トラックに搭載したカメラやレー
ダーでトンネル壁面の形状を撮
影・計測し、トンネルの形状や損傷
箇所等を把握。

走行型高速３Dトンネル点検システム

○ IoTを活用した危機管理型水位計の開発により、1/10～1/100のコストダウンが実現されるなど、新技術活用によ
るコスト縮減の余地は非常に大きい。

○ こうした先行事例では、現場ニーズに基づいた要求水準を明示することで、企業間の競争と民間開発投資が誘発
され、加えて、短期間で実装と普及が進むことにより、コストも加速度的に縮減している。

○ 平成30年度予算において導入した新技術導入促進経費を活用し、技術開発を担う経済産業省等との連携を強化
しながら、最先端技術の現場実証を推進し、新技術を活用した建設・維持管理コストの大幅削減を早期に実現すべ
き。

課題

危機管理型⽔位計

・初期投資がかかる
・維持管理コストがかかる

低コストの⽔位計を実⽤化し普及を促進

⽔位計普及の隘路

陸上･⽔中レーザードローン

⾯的連続データによる河川管理へ

⽔害危険箇所毎に⽔位情報を提供 3次元データによる変状把握等管理の⾼度化

課題

価格 サイズ
約1500万円 ⼩屋が必要

20〜100万円 ⼿のひらサイズ

全国約１万箇所の設置に
向け予算措置済

サイズ
ダウン

Before

After

価格 重量

約２億円強 100kg強

1000万円台 1.8kg

＋より⾼性能化（⽔底も可視化）

測量マニュアルを更新・現場導⼊へ

1/100〜1/10
コスト
ダウン

1/20
コスト
ダウン

1/50
サイズ
ダウン

Before

After

・現在のドローン測量では植⽣下は×
・⾚⾊レーザーでは⽔⾯下の測量は×

（365⽇、24時間対応）

（洪⽔時に特化）
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事業評価の活用① ～整備新幹線～

事業名

事業開始年度
（上段）

再評価年度
（下段）

当初
総事業費
（上段）

再評価時
総事業費
（下段）

当初Ｂ／Ｃ
（上段）

再評価Ｂ／Ｃ
（下段）

最新事業費 対応方針

北海道新幹線
（新函館北斗

－札幌）

Ｈ24 16,700  1.1
― 継続

Ｈ29 16,700 1.1

北陸新幹線
（金沢－敦賀）

Ｈ24 11,600 1.1 14,100億円
（+2,300億円） 継続

Ｈ29 11,800 1.01

九州新幹線
（武雄温泉
－長崎）

Ｈ24 5,009 1.1 6,200億円
（+1,200億円）

評価
手続き中

Ｈ29 － －

整備新幹線の再評価の概要 （出典：国土交通省鉄道局資料） 北陸新幹線（長野・金沢間）開業後の実績

輸送人員の増加（上越妙高～糸魚川間）

平成２７年度 約9,258千人 （約25,000人／日） 対２６年度比 約２９５％

平成２８年度 約8,584千人 （約23,500人／日） 対２６年度比 約２７３％

平成２９年度 約8,569千人 （約23,500人／日） 対２６年度比 約２７３％

（出典：ＪＲ西日本発表、開業前の直江津～糸魚川間、開業後の上越妙高～糸魚川間の乗車人員で比較。）

入込客数の増加

富山県 対平成２６年比 １１８％ １２１％
石川県 対平成２６年比 １１６％ １１４％

（出典：富山県、石川県統計資料）

平成２７年 平成２８年

外国人宿泊者数の増加

富山県 対平成２６年比 １３６％ １５６％
石川県 対平成２６年比 １２３％ １８０％

平成２７年 平成２８年

長野・金沢間（240km）
平成２７年３月１４日開業

高崎・長野間（117km）
平成９年１０月開業

富山

新高岡

金沢

黒部
宇奈月温泉

糸魚川

飯山

上田

佐久平
軽井沢

安中榛名

高崎
本庄早稲田

上毛高原

越後湯沢

浦佐

熊谷

大宮

上

上越妙高

長野

最近の整備新幹線の事業費について （出典：国土交通省鉄道局資料）

路線別 開業年 当初事業費 最新事業費 増減

北海道新幹線
（新青森－

新函館北斗）
Ｈ28.3 4,700

（70.4億円/㎞）
5,783

（86.6億円/㎞）
＋1,083（＋23％）

北陸新幹線
（長野－金沢）

Ｈ27.3 15,660
（65.3億円/㎞）

17,801
（74.2億円/㎞）

＋2,141（＋14％）

九州新幹線
（博多

－新八代）
Ｈ23.3 7,900

（60.8億円/㎞）
8,794

（67.6億円/㎞）
＋894（＋11％）

○ 直近の整備新幹線事業について、事業評価のプロセスが十分に機能せず、適切なコスト管理が行われていない状
況が認められる。

○ 徹底的なコスト縮減を図った上で、総事業費の増嵩や交通需要の変化など、最新の状況を踏まえた精緻な費用便
益分析（Ｂ/Ｃ）を早急に行うべき。
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事業評価の活用② ～貸付料の最大限の活用～

貸付料とルール

区 間 総事業費 貸付料
（年額）

貸付料
（30年累計）

北陸新幹線（高崎・長野間）
（H9.10開業） 125.7㎞ 8,282 175 5,250

北陸新幹線（長野・金沢間）
（H27.3開業） 231.1㎞ 17,801 245 7,350

東北新幹線（盛岡・八戸間）
（H14.12開業） 94.5㎞ 4,565 79.3 2,379

東北新幹線（八戸・新青森間）
（H22.12開業） 81.2㎞ 4,547 70 2,100

○ＪＲ西日本、ＪＲ東日本の旅客運輸収入等 （単位：億円）（単位：億円）○整備新幹線の貸付料と需要の実績と予測

（注） 実際の貸付料は、整備新幹線を整備した場合と整備しない場合の３０年間の受益の差を計算
して算出するものであり、貸付料の算定には需要予測値以外の要素（費用など）が関係している。 ※ 開業直後のデータがない場合等は、開業に最も近い年度等で作成

出典：ＪＲ各社公表資料、鉄道・運輸機構
事後評価報告書等から作成

出典：各社ホームページに掲載されている各年度の決算説明会資料等から作成

開業後の輸送人員
（開業前との比較）

予測（ＪＲ等）
※

実績
（1年目）

１．１倍 １．３倍

２．２倍 ３．０倍

１．１倍 １．５倍

１．１倍 １．２倍

整備新幹線の財源スキーム （出典：国土交通省鉄道局資料）

－新幹線を建設しない場合－
（Without時）

収
益

収
益

収益の合計

並行在来線

費
用

費
用 費

用

収
入 収

入
収
入

新幹線

関連線区
（新幹線）

関連線区
（在来線）

収益の合計

収
入

収
入 収

入

収
益

費
用

収
益

費
用

収
益

費
用

－新幹線を建設する場合－
（With時）

貸付料の算定ルール （出典：国土交通省鉄道局資料）

関連線区
（新幹線）

関連線区
（在来線）

受益

旅客鉄道
事業収入（注）

旅客鉄道
事業収入

（注）旅客鉄道事業収入
以外にも、駅ビル・不動
産業等からの収入がある。

○ 営業主体（ＪＲ）は、「新幹線を整備する場合の収益」－「新幹線を整備しない場合の収益」の範囲内で３０年間にわ
たり貸付料を支払うこととされている。

○ 整備新幹線の貸付料の前提となる需要は、いずれも実績が予測を上回る結果となっている。こうした効果もあり、
ＪＲ各社の経常利益は、近年、過去最高益を記録している。

○ 事業費増嵩への対応も含め、整備新幹線については、安易に国・地方負担に依存せず、民間活用の視点に立って、
貸付料等を最大限確保して整備すべき。

収
益
収
益

26年度
（実績）

27年度
（実績）

28年度
（実績）

29年度
（実績）

Ｊ
Ｒ
西
日
本

運輸収入 7,970 8,500 8,496 8,678

新幹線収入 3,759 4,372 4,346 4,477

経常利益 921 1,167 1,184
1,286

（過去最高益）

Ｊ
Ｒ
東
日
本

運輸収入 17,259 18,050 18,162 18,367

新幹線収入 5,212 5,782 5,843 5,881

経常利益 3,015
3,594

（過去最高益）
3,416 3,589

出典：国土交通省鉄道局資料
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資料：農林水産省「農林業センサス」、「畜産統計」、「家畜の飼養動向」、「畜産物流通統計」
注１：農家一戸当たりの経営耕地、水稲について、( )内の数値は販売農家（経営耕地面積30ａ以上又は農産物販売金額50

万円以上の農家）の数値、それ以外は農家（経営耕地面積10ａ以上又は農産物販売金額15万円以上の世帯。なお、
昭和35年～60年については、経営耕地面積が東日本は10a以上、西日本5a以上で、農産物販売金額が一定以上（昭和
35年は２万円以上、60年は10万円以上）の世帯）の数値である。

２：水稲の平成７年以前は水稲を収穫した農家の数値であり、12年以降は販売目的で水稲を作付けした農家の数値で
ある。

３：採卵鶏の平成7年の数値は成鶏めす羽数「300羽未満」の飼養者を除き、平成10年以降は成鶏めす羽数「1000羽未
満」の飼養者を除く。

４：ブロイラーの平成26年の数値は年間出荷羽数「3000羽未満」の飼養者を除く。
５：養豚、採卵鶏の平成17年は16年の数値、平成22年は21年の数値、平成27年は26年の数値である。ブロイラーの

平成22年は21年の数値、平成27年は26年の数値である。

昭35 60 平７ 17 22 27

経営耕地
（ha）

全 国 0.88 1.05 (1.50) (1.76) (1.96) (2.20)

北 海 道 3.54 9.28 (13.95) (18.68) (21.48) (23.81)

都 府 県 0.77 0.83 (1.15) (1.30) (1.42) (1.57)

経
営
部
門
別

（
全
国
）

水 稲（ａ） 55.3 60.8 (85.2) (96.1) (105.1) (119.7)

乳用牛（頭） 2.0 25.6 44.0 59.7 67.8 77.5 

肉用牛（頭） 1.2 8.7 17.5 30.7 38.9 45.8 

養 豚（頭） 2.4 129.0 545.2 1095.0 1436.7 1809.7 

採卵鶏（羽）
-

1037 20059 33549 44987 52151 

ブロイラー
（羽） -

21400 31100 38600 44800 57000 

資料：農林水産省「農林業センサス」

注１：平成２年以降の農業就業人口は、販売農家の数値である。

注２：販売農家割合と主業農家割合は、総農家に占める割合である。

※ 販売農家：経営耕地面積が３０ａ以上または農産物販売金額が年間５０万

円以上の農家。
※ 主業農家：農業所得が主（農家所得の５０％以上が農業所得）で、１年間に

６０日以上自営農業に従事している６５歳未満の世帯員がいる農家。

昭35年 45 55 平２年 12 17 22 27

 農家戸数（万戸） 606 540 466 383 312 285 253 216

      …       …       …
      297
   （77.5）

      234
   （74.9）

      196
   （68.9）

      163
   （64.5）

      133
   (61.7)

　
 主業農家(万戸)
　 　（割合）

      …       …       …
       82

   （21.4）
       50

   （16.0）
       43

   （15.1）
       36

   （14.2）
       29
   (13.6)

 農業就業人口(万人) 1,454 1,035 697 482 389 335 261 210

     …       …
      171
   （24.5）

     160
  （33.1）

      206
   （52.9）

      195
   （58.2）

     161
  （61.6）

     133
  (63.5)

うち65歳以上人口(万人)

（割合）

 販売農家(万戸)
　   　（割合）

農業生産構造の現状①

 農業就業人口が急速に減少、高齢化する中、担い手の育成や担い手への農地集積が不可欠。

 水稲などの経営規模は伸びが緩やか。大規模化等による生産コスト低減、高収益作物への転換が課題。

農家戸数、農業就業人口の推移 農家一戸当たりの平均経営規模の推移
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耕種

59,801 
65%

畜産

31,626 
34%

米

16,549 
(18%)

野菜

25,567 
(28%)

果実

8,333 
(9%)

その他

9,353 
(10%)

肉用牛

7,391 
(8%)

乳用牛

8,703 
(9%)

豚

6,122 
(7%)

鶏

8,754 
(10%)

その他

657 
(1%)

加工農産物

598 
(1%)

野菜 野菜価格安定対策事業（所要額） 166億円
果樹 果樹・茶支援関連対策 70億円

（単一経営農家における作物別類型の割合）

資料：農林水産省「農業構造動態調査」

土地利用型（米、麦、大豆等）
水田活用の直接支払交付金 3,304億円
畑作物の直接支払交付金 （所要額）2,065億円
収入減少影響緩和対策 （所要額） 746億円

畜産
畜産・酪農経営安定対策 （所要額）1,864億円

平成28年
9兆2,025億円

(100%)

資料：農林水産省「平成28年 農業総産出額及び生産農業所得（全国）」

注：乳用牛には生乳、鶏には鶏卵を含む。

農業生産構造の現状②

ﾐﾆﾏﾑｱｸｾｽ(MA)米買入費 （所要額） 964億円
備蓄米買入費 （所要額） 495億円

合計
6,114億円

 農業の総産出額は９兆２，０２５億円。品目別にみると、米は産出額の２割弱であるが、６割以上の農
家が従事し、直接的な補助金は、麦、大豆等の土地利用型作物も含めると約６，０００億円を措置。

 他方、野菜、果樹や畜産は合わせて産出額の約７割を占めるが、農家数、補助金ともに少ない。

平成30年度予算

67.2  62.0 

4.4 
3.9 

6.2 
8.1 

4.1  5.2 
10.5  12.9 
1.4  1.4 2.4  2.7 3.8  3.9 

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0

平成20年 平成30年

稲作

畑作

露地野菜

施設野菜

果樹類

酪農

肉用牛

その他
（％）

（概数値）
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（注１） 主食用米、小麦の販売収入は、平成28年産生産費統計の5ha以上層の平均の粗収益を用いている。
（注２） 主食用米、小麦の経営費は、平成28年産生産費統計の5ha以上層の平均の支払利子・地代算入生産費から、家族労働費を控除している。
（注３） 飼料用米の販売収入は、取組事例のデータを用いて算定。
（注４） 飼料用米の単収が標準単収値と同じとなる場合の経営費は、主食用米の機械を活用するため、5ha以上層の平均のデータを用いて主食用米の経営費から農機具費及び自動車費の償却費を控除。
（注５） 飼料用米について、多収性専用品種に取り組み、単収が標準単収値＋150kg/10aになった場合、多収性専用品種での取組による1.2万円/10aの産地交付金の追加配分が加算され、戦略作物助成の

収量に応じた上限単価10.5万円/10aが適用されるとして算定。また、経営費は、標準単収値の経営費から、150kgあたりの施肥及び収穫・調製等に係る費用を加えて算定。

（単位：千円/10a）

70

主食用米

48

118
経営費

所得

販売収入

小 麦

42
48

35

所得

経営費

畑作物の
直接支払
交付金

41

販売収入

水田活用の
直接支払
交付金

12

単収が標準単収値となる場合

飼料用米

55

32

7

80

所得

水田活用の
直接支払
交付金

経営費

販売収入

飼料用米

多収性専用品種を用いて単収が
標準単収値+150kg/10aとなる場合

経営費

所得

67

59

117

9販売収入

水田活用の
直接支払
交付金

主食用米・転作作物の所得比較

 米の転作に対しては、主食用米を作付した場合との所得差が生じないようにすることを基本として助
成。収入に占める交付金の割合が極めて高く、農業経営体の営農判断に大きく影響を与えている。
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824 

813 

821 

818 

788 

744 

750 

731 

7 

16 

17 

11 

19 

44 

51 

50 

700 720 740 760 780 800 820 840 860

22年産

23年産

24年産

25年産

26年産

27年産

28年産

29年産

主食用米生産量

飼料用米生産量

主食用米需要量

主食用米・飼料用米の生産量と水田の利用状況

主食用米・飼料用米の生産量の推移

資料：農林水産省「米をめぐる関係資料」を基に作成

（単位：万トン）

9.7 8.8138.6 8.0 4.3 7.35.42.2

0.4（平成30年）

需給ギャップ

（注１）平成２２年は交付金の交付実績ベース。平成３０年は作付計画ベース。
（注２）平成２２年において、備蓄米は主食用米に含まれており、野菜等はその他作物助成の実績で二毛作を含む。平成３０年における野菜等とその他（不作付地を含む）は未公表。

（参考：平成２９年の野菜等（産地交付金の対象となっている水田面積の合計）は15.2万ha、その他（不作付地を含む）は27.6万ha）

「水田活用の直接支払交付金」の対象
（平成２２年度は水田利活用自給力向上事業）

 平成２２年から本格的に飼料用米等への助成を行うことにより、近年、主食用米の作付は、飼料用米や
ＷＣＳ用稲の作付に振り替えられている。直近３年間（平成２７年産～平成２９年産）では、主食用米
の供給が需要を下回っている状況。

10.2 8.6 15.4158.0 1.51.6⽣産数量⽬標
153.9

28.47.54.3

0.0（平成22年：田本地面積235.5） （単位：万ha）

飼料用米の生産量は年々増加。

他方、主食用米においては、直近

３年間（平成２７年産～２９年産）で

供給が需要を下回っている。

主食用米 備蓄米 米粉用米・加工用米 輸出用米 飼料用米 ＷＣＳ用稲 飼料作物 麦 大豆 野菜等 その他（不作付地を含む）

水田の利用状況
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主食用米の需給と価格の動向

944 

913 
907 

886 

912 

872 

895 

862 

865 

852 
838 

855 

824 
814 

820 

813 

781 

787  783 
766 

754
740

20,751

18,717

19,645

17,961
17,096

17,293

17,171

22,296

16,660

16,048
15,203

14,164

15,146
14,470

12,711

15,215
16,501

14,341

11,967

13,175

14,307

15,590 

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

725

775

825

875

925

975

1,025

1,075

1,125 需要量 価格

▲14

（円/60kg）

資料：農林水産省「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」

y = -8.5993x + 938.89 
R² = 0.964

（万トン）

全国ベースで
毎年８万トン程度

需要量が減少

最近３年で３割上昇

▲12

▲17

主食用米の需要量と価格の推移

中⻑期的な傾向
を超える減少

（9～8月平均）

冷夏による⼤不作
（作況90）

東⽇本⼤震災後の
⽶卸の買急ぎ等

 主食用米の需要は、食生活の変化や高齢化により中長期的に減少傾向（▲８万トン／年）。

 米の価格は長期的に低下傾向で推移。足元では、主食用米の生産が需要を下回る状況が続き、２６年か
ら２９年にかけて価格が上昇、３０年産も価格上昇の兆候。

 消費者や中食・外食事業者等の買い控えが進み、需要量の減少ペースが加速する懸念。

農林水産省は12日、2018年産の新米
の卸値（相対取引価格）を発表した。

ＪＡグループなどからコメ卸に販売す
る価格は、９月時点の全銘柄の加重
平均が１俵（60キロ）あたり１万5763
円となった。１年前（17年産の新米）と
比べて1.5％上昇した。秋の出回り時

期に米価が上がるのは４年連続。天
候不順による収穫の遅れも影響した
ようだ。・・・
18年産からの減反廃止の影響は限定

的だった。・・・

○新米の卸値、４年連続上昇
（2018年10月13日 日本経済新聞（電子版））
（抜粋）

平成３０年産米に関する報道
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高収益作物への転換による競争力強化

 野菜は、労働時間を多く要するが、主食用米と比較して高収益。経営面積の一部を野菜等に転換し、高収益化

を実現する取組を後押しすべきではないか。

主食用米と野菜の所得比較

主食用米

経営費70

所得48

経営費

248

粗収益

495

所得

248

粗収益

118

レタス（露地）

（単位：千円/10a）

経営費

136

粗収益

186

所得50

スイートコーン（露地）

146782410a当たり
労働時間

高収益化の優良事例

・ 区画整理や暗渠排水の整備等を順次実施

し、機械化や裏作導入を実現。

・ 水稲、レタス、スイートコーンを作付。

・ レタス栽培で富栄養化した作土やマルチを

スイートコーンに再利用し、コスト縮減。

・ すべての水田で高収益作物を作付せず、

休耕とすることで労働時間の問題をクリア。

水田の汎用化

資料：農林水産省「農業経営統計調査（平成28年）」

用水路

排水路暗渠管

※水田としての機能が残る

汎用化とは、麦、大豆、野菜
等を栽培できるよう暗渠排水
等の排水対策を行うことによ
り、田畑の輪換方式による営
農を可能とすること。

0

0.5

1

1.5

2

0

10

20

30

40

S40 S46 S51 S57 S62 H3 H8 H14H17H20H23H27

レタス

スイートコーン

水稲

売上高（３作目合計）

Ｈ８に汎用化して
販売額約２倍に

（出典）農業法人Ａより聞き取り

農業法人Ａにおける経営規模の推移

春 夏 秋 冬 春

水
稲

コ
ー

ン

水
稲

水稲

コ
ー

ン

ＷＣＳ

レタス

休耕

休耕

農業法人Ａの輪作体系
販売額
（億円）

面積
（ha）

一部休耕とすれば
総労働時間減少
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ＷＣＳ用稲については、交付金があることで無償で取引されているケースも含め、単収向上や品質向上のインセンテ

ィブが働いていない実態が見られ、交付金の在り方について検討すべき。

飼料作物に対する支援の在り方の検討

飼料用トウモロコシ生産の優位性

203 201

94 87

0

50

100

150

200

250

飼料用米 WCS用稲 子実用

トウモロコシ

WCS用
トウモロコシ

25

20

1.2 1.5
4.2

0

10

20

30

飼料用米 WCS用稲 子実用

トウモロコシ

WCS用
トウモロコシ

（北海道）

WCS用
トウモロコシ

（都府県）

（注１）TDN（Total Digestible Nutrients）とは、家畜が消化できる養分の総量のことであり、カロリーに近い概念。
（注２）飼料用米、WCS用稲、WCS用トウモロコシの生産コストは、千田雅之・恒川磯雄「水田飼料作経営成立の可能性と条件―数理計画法適

用による水田飼料作経営の規範分析と飼料生産コスト―」における試算。
（注３）子実用トウモロコシの生産コストは、北海道農業試験場 吉田邦彦「子実用とうもろこしの田畑転換圃（泥炭土）における機械収穫・栽培

の実証及び経済性評価」におけるデータを基に円/TDN・kgに換算したもの。
（注４）飼料用米の労働時間は、農林水産省「経営所得安定対策等の概要（平成30年度）」における試算。
（注５）WCS用稲の労働時間は、「農産物生産費統計（平成28年）」を基に、米の労働時間から刈取脱穀及び乾燥の労働時間を差し引いたもの

として算定。
（注６）子実用トウモロコシの労働時間は、農研機構 菅野勉「国産濃厚飼料の可能性を探る」に掲載されている岩手県盛川農場での調査事例

（昆2017）。WCS用トウモロコシの労働時間は同レポートによる。

労働時間の⽐較⽣産コストの⽐較（円/TDN・kg） （時間/10a）

 飼料作物の増産は課題であり、より生産効率が高い作物にシフトしていく必要がある。

 飼料作物について、販売価格、収量・品質、コスト構造等を調査し、作物間でバランスが取れた交付金体系の構

築を検討すべき。

予算執行調査における指摘（平成30年10月５日公表）

飼料用米と飼料作物の所得比較

単収が標準単収値となる場合

飼料⽤⽶

55

7

80

水田活用の
直接支払
交付金

経営費

販売収入

41

飼料作物
（WCS⽤トウモロコシなど）

31

37

経営費

所得

販売収入

35

水田活用の
直接支払交付金

（単位：千円/10a）

32
所得

（注）飼料用米は、前掲のデータ。飼料作物は、農林水産省穀物課・飼料課の試算。
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飼料用米への支援の点検

 飼料用米の多収品種への支援については、収量に応じた交付金単価の上昇と多収品種の導入に対する交付金

の両方があることをどう考えるか。また、標準的な交付額を適用する単収水準が、単収向上のインセンティブが

十分働くような水準になっているか検証が必要ではないか。

 多収品種の取組が進展した今、飼料用米の多収化に対するインセンティブが、効率的に働くものとなっているか

検証が必要ではないか。

多収品種に対する２つの支援

（＊）産地交付金において、飼料用米の多収品種の取組に対し、1.2万円/10aの追加
枠の配分がある。この追加枠を、そのまま飼料用米の多収品種の取組に対する支
援に充てた場合を示している。

※ 全国平均の平年単収（標準単収値）に基づく数値であり、各地域への適用に
当たっては、地域農業再生協議会が当該地域に応じて定めた単収を適用。

助成額
（円/10ａ）

10.5万

8.0万

5.5万

単収（kg/10a）682※532※
(標準単収値）

382※

収量に応じ
単価上昇

飼料用米の多収品種割合

出典：平成29年産までは新規需要米の取組計画認定状況。
平成30年産は農林水産省において推計。

26年産 27年産 28年産 29年産 30年産

面積割合 39.2％ 37.0％ 43.2％ 49.7％ 56.3％

助成額
（円/10ａ）

10.5万

8.0万

5.5万

単収（kg/10a）682※532※
(標準単収値）

382※

標準単収値の在り方

※飼料用米の標準単収値
549kg/10a（平成２９年産）

多収品種の場合、
1.2万円が加算（＊）
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A

D

B

C

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

農地の集積
（担い手への集中）

農地中間管理機構事業
（31要求 29億円）

農
地
の
出
し
手

農
地
の
受
け
手

農地の
借入

農地の
貸付

農 地 中 間 管 理 機 構

協力金 都 道 府 県

協力金

事業費

○農用地利用配分計画の作成
○借受農地管理、借受・貸付

条件交渉 等

事業費

A C D A D

B B

C A C B

D B A D C

農地の集約
（まとまった生産）

農地中間管理機構による農地の集積・集約化

機構集積協力金交付事業
（31要求 55億円）

 平成26年に各都道府県に農地中間管理機構を設置し、農地の「中間的受け皿」となって担い手に集積・
集約化させる取組を推進。国は、機構の事業費と新規集積面積に応じた機構集積協力金を交付。

 これまで財審では、必要な政策の重点は、集積ではなく集約に向けられるべき、と提言。今般、法施行
（平成26年３月）後５年を目途とする見直し時期が到来。

平成30年度予算の編成等に関する建議（抜粋）

集積・集約のイメージ農地中間管理機構の仕組み

必要な政策の重点は、単に担い手に農地を集中させること（＝集積）ではなく、まとまりのある農地にして生産性を高める

こと（＝集約）に向けられるべきである。

・

・

国
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平成30年度

経営転換協力金
0.5ha以下 ：30万円/戸
0.5ha超2ha以下 ：50万円/戸
2ha超 ：70万円/戸

耕作者集積協力金

0.5万円／10a

地域集積協力金
２割超５割以下：1.0万円/10a
５割超８割以下：1.4万円/10a
８割超 ：1.8万円/10a

機構集積協力金の仕組みと使途

経営転換・リタイアする
出し手への支援

農地の集積・集約化に協
力する出し手への支援

機構にまとまった農地を
貸付ける地域に対する
支援

都道府県が交付する協力金単価（上限）

 機構集積協力金は、国からの交付額の範囲内で、都道府県が交付単価を裁量的に設定できる仕組み。

 制度設計上は農地の出し手への支援だが、地域集積協力金の実態は、主に農地の受け手への支援。

国

都
道
府
県

機構集積協力金

機構集積協力金の交付の流れ

新規集積面積 × 5万円/10a
又は 4.5万円/10a

※地域・農業者への交付単価は、下記
を上限に都道府県が自由に設定。

※過年度措置済の基金の取崩額と
当年度の協力金予算の合計

※

地
域

地域農業の発展に
つながる使途に活用地域集積協力金

協力金の
見直し②

出
し
手

農
地
の

経営転換協力金

耕作者集積協力金

協力金の
見直し①

地域集積協力金の使途（平成27年度）

区 分
①農業機械

関係
②施設整
備関係

③基盤整
備関係

④受け手の
運営費関係

⑤経営発展
経費関係

⑥出し手・地
域活動関係

主な使途
・トラクター
・コンバイン

等

・乾燥施設
・ハウス

等

・水路整備
・畦畔除去
・農道整備

等

・賃金（共同
作業等）

・資材購入
・事務経費

等

・研修
・新規作物
導入

・鳥獣害対策
等

・出し手への
交付

・自治会活動
費 等

地域数：
1,886

（割合）

584
（31％）

409
（22％）

500
（27％）

705
（37％）

159
（8％）

587
（31％）

交付額
116億円
（87％）

18億円
（13％）

資料：農林水産省経営局農地政策課調べ

※複数の使途に活用しているケースがあるため、使途ごとの割合は100％にはならない。

農地の受け手への支援

市
町
村
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協力金の見直し①

 高齢化が進展しており、リタイアにより自然と農地が貸し出されていく状況。農地の出し手への協力金
の追加的なインセンティブ効果が薄くなってきている中で、農地の出し手への直接的な補助金（経営転
換協力金、耕作者集積協力金）の在り方を検討すべきではないか。

調査の視点 調査結果

機構集積協力金の
農業者への交付は、機
構への農地貸出しのイ
ンセンティブとして機能
しているか。

農地中間管理機構に農地を貸し出すことを
決めた理由は何か？

（聞き取り対象126先、複数回答可）
・営農活動をリタイアしたかった（37件）
・営農規模を縮小したかった（16件）
・協力金をもらえるから（28件）

平成29年度の予算執行調査結果

538 

444 

300

350

400

450

500

550

S60 S62 H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29

農地面積の推移

（万ha） 田畑計

出典：農林水産省「耕地及び作付面積統計」

▲94万ha
（▲17％）

基幹的農業従事者の高齢化

資料︓ 農林⽔産省「平成30年農業構造動態調査（平成30年2⽉1⽇現在）（概数値）」
定義︓ 「基幹的農業従事者」とは、販売農家の世帯員のうち、普段仕事として主に⾃営農業に

従事している者をいう。

(万⼈)

基幹的農業従事者
合計数１４５万⼈

平均年齢66.6歳
（29年のデータ）

1.8万人

（1.3％）

5.4万人

（3.7％）

8.0万人

（5.5％）

14.4万人

（9.9％）

56.0万人

（38.6％）

59.4万人

（41.0％）
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協力金の見直し②

 農地の出し手への協力金から、集約化する地域の農業への支援（地域集積協力金）に軸足を移し、生産
性向上を推進すべきではないか。

 例えば、人・農地プランに具体的な農地の集積・集約化計画を含め、協力金交付の要件とすることで、
より一層効果的・効率的に集積・集約化を推進することができるのではないか。

 また、国民負担による協力金であることを踏まえ、地域での協力金の使途の透明性を確保（見える化）
すべきではないか。

人・農地プランによる農地集積・集約化の好事例人・農地プランの作成

【活用前】 【活用後】

集落の農地所有者に対してアンケートを

実施して、集約化の意向を確認した上で、

集落外から入作をしている者を含めて耕作

者会議を重ねて開催した。この結果、担い

手である４つの大規模経営体に対して、地

区の農地を４つのエリアに分けて集約し

た。

説明会の様子

平成25年に集落協定を反映した人・農

地プランを作成。高齢化や担い手不足か

ら規模縮小を懸念する等、経営体個々が

地域農業の将来について不安を持ってい

たが、話合いを重ねることによって、担い

手確保や機構の活用方針等、地域農業の

展望を集落内で共有。

滋賀県米原市の例 秋田県由利本荘市の例活発な話合いにつなげるための事前準備

農業者による地域の話合い

実質的な⼈・農地プラン

農地利⽤図の作成農業者アンケート
後継者の有無
や今後の農地
利⽤の意向等
を確認

参加者の負担軽減のため既存の
話合いの場を活⽤

農地利⽤最適化推進委員等の積
極的な関与

アンケート等により、次世
代の耕作者が未定となっ
ている農地の総⾯積、中
⼼経営体とその今後の経
営余⼒を把握

・担い⼿が不⾜する場合には、地域外部からの⼈材登⽤⽅針
を記載

・将来の農地の受け⼿と出し⼿を明確化

アンケート結果や農地利⽤図により
現状を明確化
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遠洋漁業

沖合漁業

沿岸漁業

海面養殖業

万トン

内水面
漁業・
養殖業

昭和59年
生産量ピーク：
1,282万トン

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

昭和35
(1960)

45
(1970)

55
(1980)

平成2
(1990)

12
(2000)

22
(2010)

28年
(2016)

万トン

日本 中国 インドネシア

EU（28か国） インド ベトナム

米国 ロシア ペルー

バングラデシュ フィリピン 韓国

エジプト オーストラリア ノルウェー

その他

中国

資料：FAO「Fishstat（Capture Production、Aquaculture Production）」（日本以外の国）及び農林水産省「漁業・養殖業生産統計」（日本）に基づき水産庁で作成

■ 世界の漁業及び養殖業の国別生産量 ■ 日本の漁業及び養殖業の生産量の推移

平成29年
430万トン

インドネシア

日本

世界と我が国の漁業生産量の推移

 世界の漁業・養殖業生産量が増加し続けている一方で、我が国の生産量は減少を続けており、平成２９
年において４３０万トンと、ピーク時（昭和５９年）の約３分の１まで減少。

 減少には様々な要因が考えられるものの、過剰な漁獲により、これまで適切な資源管理が行われてこな
かった面も大きい。
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国名
漁業者数
（千人）

漁船数
（隻）

12ｍ未満の漁船
の割合

漁業生産量
（千トン）

漁業者1人当たり生産量
（トン/人）

漁船１隻当たり生産量
（トン/隻）

アイスランド 6 822 71% 1,104 225.2 791.7

ノルウェー 18 5,939 80% 3,788 214.5 637.9

ニュージーランド 2 1,367 60% 553 258.5 404.2

米国 281 75,695 - 5,406 19.2 71.4

日本 173 152,998 94% 4,765 27.5 31.1

中国 14,161 1,065,319 87% 76,149 5.4 71.5

資料：農林水産省「漁業センサス2013」（漁船（日本、2013年））、「漁業就業動向調査」（漁業者数（日本、2014年））、「漁業・養殖業生産統計」（生産量（日本、2014年））、FAO「The State of  World 

Fisheries and Aquaculture2016」（漁業者数（中国））、中国農業部漁業局「中国漁業年鑑」（漁船（中国））、OECD「OECD Review of Fisheries：Country Statistics 2015」（漁船、漁業者数（上

記以外））及びFAO「Fishstat（Capture Production）」（生産量（日本以外、2014年））

注： 日本以外の国の漁業者数及び漁船数について、アイスランドは2012年、ニュージーランドは2013年、ノルウェー、米国及び中国は2014年

漁業生産力の国際比較

 国際的に見ると、日本の漁業者１人当たり・漁船１隻当たりの生産量は、アイスランド、ノルウェー、
ニュージーランドと比べ著しく少ない。

 漁船数が他国よりも多く、１２ｍ未満の小型漁船の割合も他国より高い。
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0

5

10

15

20
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30

2003年 2008年 2013年 2016年

（万人） 15～19歳 20～29歳 30～39歳

40～49歳 50～59歳 60～64歳

65～74歳 75歳以上

資料：農林水産省「漁業センサス」（2003、2008、2013年）、「漁業就業動向調査」（2016年）
注1：2008年(平成20年）センサスでは、雇い主である漁業経営体の側から調査を行ったた

め、これまでは含まれなかった非沿海市町村に居住している者を含んでおり、2003年
(平成15年）センサスとは連続しない。

注2：平均年齢は、漁業就業動向調査より各階層の中位数を用いた推計値（75歳以上の
場合は「80」を使用）。

■ 漁業就業者の推移

14.6
(5.7)

15.8
(6.5)

17.7
(7.0)

16.9
(6.8)

15～29歳

15～39歳

23.8
22.2

18.1
16.0

56.7歳

平均年齢
56.1歳

56.5歳

56.8歳

■ 漁船船齢(注）の推移

昭和63年
32.6t/人

昭和63年
43.5t/隻

平成25年
27.5t/人

平成25年
31.1t/隻

■ 漁業生産力の推移

（注）許可漁業（大臣許可）の漁船船齢。水産庁調べ

我が国の漁業の現状

 漁業就業者数は減少傾向にあり、高齢化が進行。

 漁業生産力は、昭和６３年をピークに減少傾向。

 漁船の船齢については、高齢船の割合が増加しており、更新が進んでいない。
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・漁船隻数の制限

・漁船の総トン数の制限

・操業期間・時間の制限

・漁船の馬力の制限

・ ＴＡＣ制度により、科学的な資源
評価に基づいて漁獲量上限を
設定し、漁獲量そのものを管理。

・ 必要に応じ、漁獲量を個別の漁
業者に割り当てる。
個別割当（IQ）方式を導入。

■ インプット・コントロール ■ アウトプット・コントロール

国際的な資源管理の動向

 諸外国の資源管理の動向としては、インプット・コントロール（隻数・トン数等の制限）からアウト
プット・コントロール（資源評価に基づく漁獲量の管理）へ移行している国が多い。

 アウトプットコントロールでは、漁獲量そのものの管理を通じて、将来的な資源の安定が図られる。

 また、個別割当（ＩＱ：Individual Quota）方式（注）を導入することにより、漁業者は計画的な操業を行う
ことが可能。

（注）ＩＱ方式とは、ＴＡＣ（総漁獲可能量：Total Allowable Catch）の範囲内で漁業者（漁船）毎に漁獲量を割り当てるもの。
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■ 漁獲量と漁獲高の推移

■ 営業利益率の推移

出典：ノルウェー漁業総局

IVQ導入

IVQ導入

■ IVQ移動のイメージ（減船時）

出典：水産庁「資源のあり方検討会」資料より抜粋

大
型
化

【事例】ノルウェー（IQ方式の導入によるアウトプット・コントロールの例）

 ノルウェーでは減船の実施とともに１９９０年からＩＱ方式（注）による資源管理を導入し、漁船数・漁
業者数が減少。漁獲量・漁獲高は１９８０年代にいったん減少した後、１９９０年代から回復基調にあ
り、営業利益率も上昇。

 また、漁船の大型化・高性能化による操業の効率化や居住環境の改善が図られてきた。

（注）ノルウェーのＩＱは漁船毎に割り当てるＩＶＱ（Individual Vessel Quota）方式。

（％）

集約化し、漁業生産力向上

資料Ⅱ－５－17



水産予算の全体像と今後の方向性

 今後、水産改革にあわせて、資源管理の強化とそれに伴う減船といった漁業の構造調整に必要な費用な
ども見込まれるが、予算編成にあたっては、資源量に見合った漁業の構造改革の推進や漁業の生産性向
上に必要な予算かどうか等、精査していく必要。

■ 漁業構造改革総合対策事業（49億円）

資源管理に取り組む漁業者による新
しい操業・生産体制への転換等を促進
するため、高性能漁船の導入等による
収益性向上の実証の取組等を支援

■ 浜の活力再生交付金（68億円）

漁業所得の向上を目指す漁業者
による共同利用施設の整備、水産
資源の管理・維持増大等の取組み
を支援

■ 資源調査・評価推進対策（31億円）

資源の評価・管理方法の導入により
水産資源を回復するため、調査船調
査、漁船を活用したデータ収集等

〔平成30年度 水産関係予算と主な事業〕

種苗⽣産施設

網船兼運搬船

（単位：億円）

水産関係予算 1,772

公共事業（水産基盤整備事業等） 718

非公共事業 1,054

義務的経費（人件費、保険料に係る国庫負担金の食料安定特会繰入等） 252

裁量的経費 802

資源管理の高度化（水産資源の評価・管理に必要な調査等） 45

漁業経営安定対策（「積立ぷらす」を活用した漁業収入安定対策等） 123

漁業の成長産業化（浜の所得向上や高性能漁船の導入に向けた取組等） 174

外国漁船対策等（違法漁船に対する漁業取締体制の強化等） 148

国立研究開発法人運営費交付金 169

その他（水産多面的機能の発揮対策等） 142
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エネルギー需給勘定 7,536億円

燃料安定供給対策
エネルギー需給
構造高度化対策

経産省：2,549億円 経産省：3,417億円

環境省：1,570億円

電源開発促進勘定 3,390億円

環境省:
399億円
内閣府:
127億円

原子力安全
規制対策

電源立地対策 電源利用対策

経産省:1,629億円

文科省:  140億円

経産省:141億円
文科省:948億円
環境省:    5億円

エネルギー対策特別会計予算の全体像（30年度予算）

一般会計一般会計留保

石油石炭税 7,090億円

剰余金等

エネルギー需給勘定

5,684億円

一般会計繰入額

1,852億円

差額 1,406億円

7,090億円

電源開発促進税 3,230億円

剰余金等

電源開発促進勘定

一般会計
一般会計留保

差額 163億円

3,067億円

一般会計繰入額

3,230億円

323億円

原子力損害賠償
支援勘定

一般会計
一般会計留保

剰余金等

原子力損害賠償
支援資金

59億円

3億円

原子力損害賠償支援対策

経産省:61億円

原子力損害賠償支援勘定
61億円

・エネルギー需給構造⾼度化対策︓
省エネ・新エネの推進策など

・燃料安定供給対策︓
資源権益・開発、⽯油備蓄など

・電源⽴地対策︓
電源⽴地地域への交付⾦など

・電源利⽤対策︓
原⼦⼒の技術開発・安全性向上など

• 原⼦⼒損害賠償⽀援対策
にかかわる政府の経理の
明確化

・エネルギー政策に関する歳出は主にエネルギー対策特別会計において経理。
・エネ特には３つの勘定があり、省エネ・新エネの導⼊推進やCO２削減などの施策は、エネルギー需給勘定で経理し

ており、⽯油⽯炭税収⼊のうち、必要な⾦額を毎年の予算編成で⼀般会計より繰り⼊れている。
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エネルギー特別会計エネルギー需給勘定の状況

1,944 
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・省エネ補助金 600
・CEV補助金 130
・FIT減免 155

・次世代火力発電 113
・水素SC実証 89
・風力発電 77

・JOGMEC出資金 414
・国内石油地質調査227
・海外石油地質調査 86

・先進的設備導入 257

・ZEH補助金 85
・省エネ型冷媒機 65
・再エネ導入 54

・CO２削減実証 65
・CCS実証事業 53
・水素実証 35

4,860

5,940
+1,080 

+1,180 

390

1,570

海外展開

調査検討

+600

+500 

+300

+40

+500

+300

【経産省分】

【環境省分】

石油石炭税収

歳出

歳出

・地域温暖化対策を進める観点か
ら、平成24年10⽉に⽯油⽯炭税の
課税の特例（いわゆる「温対
税」）導⼊。その後、エネ特の歳
出は経産省・環境省分とも＋1,000
億円程度増加。

・主な歳出を性質を分類すると、
①省エネ設備などの導⼊⽀援
②再エネ技術などの技術開発
③⽯油などの資源権益・備蓄

(経産省のみ)
④廃棄物処理施設(環境省のみ)
となる。

・こうした施策については以下の
観点から精査する必要。
① 導⼊⽀援︓補助対象が省エネ技

術などに優れたものなのか、導
⼊は進んでいるか、など。

② 技術開発︓実際に事業の実施に
より新たな技術の開発につな
がっているか、など。

③ 資源権益・備蓄等︓「エネル
ギーミックス」の中では、⽯油
や天然ガスの供給量は減少⽅向
であることを踏まえ、資源権益
確保については、⺠間主導を徹
底する、など。

・経産省・環境省予算で機能が重
複すると考えられるものについて
は積極的に統合するなど、整理・
合理化を図る必要。

＜主な内訳＞

＜主な内訳＞

億円

億円

億円

海外展開

普及啓発

調査検討

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

平成22年度 平成30年度

5,019
⽯油⽯炭税
約4,500 

温対税
約2,600

7,090

+2,000

※石油等の取引数量等に基づき推計

導入支援

資源・備蓄

導入支援

技術開発

技術開発

資源・備蓄

廃棄物施設

技術開発

導入支援
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エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定について

【電源開発促進税収】 【電促勘定の歳出（当初予算）】

• エネ特電促勘定の電促税収は、省エネの取組などによる電⼒総使⽤量の落ち込みにより、減少している。
• ⼀⽅で歳出については、平成26年度より福島における除染した⼟壌等の中間貯蔵費⽤を措置しており、今後、これ

まで実証を⾏ってきた原⼦⼒発電施設の廃⽌措置費⽤等も⾒込まれている。

経産省
2,052  経産省

1,770 

文科省
1,412 

文科省
1,088 

404

127
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3,500
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平成22年度 平成30年度

内閣府

環境省

億円 億円

原子力防災関係

原子力規制委員会

・新型転換炉原型炉「ふげん」
・東海村再処理施設廃止措置等
・「もんじゅ」廃止措置等

など

・電源立地地域対策交付金
822億円（30年度）

・除染土壌等の中間貯蔵費用
470億円（30年度） など

3,492
3,230

3,463 3,390
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エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定の財源
（電促税を含む標準家庭の電気料⾦）

標準家庭（260kWh/月）の電気料金
・電力料金 260kWh/月 6,463.4円

うち電源開発促進税
260kWh×37.5銭 ＝ 97.5円

・FIT賦課金 260kWh×2.9円 ＝ 754円

合計：7,217円
（うち消費税534円）

（出典）東京電⼒電気料⾦計算サービスで算出（平成30年10⽉時点）
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 ⽇本のFIT法では、送配電事業者に対し、再⽣可能エネルギー発電事業者から、政府が定めた買取価格・買取期
間による電気の供給契約の申込みがあった場合には、応ずるよう義務づけている。

 ⽇本のFIT法では、政府による買取価格・買取期間の決定⽅法、買取義務の対象となる発電事業計画の認定、
買取費⽤に関する賦課⾦の徴収・調整、送配電事業者による契約拒否事由などを定めている。

⽇本の固定価格買取制度（FIT制度）の基本的な仕組み

送配電
事業者

費⽤負担調整機関
（賦課⾦の回収・分配を⾏う機関）

国が定める期間、
固定価格で電気を買取り

再⽣可能エネルギー
による電気を売電 電気を供給

電気料⾦と合わせて賦
課⾦（サーチャージ）を
回収

回収した
賦課⾦を納付

買取費⽤
の交付

・事業計画を認定
（発電事業が円滑かつ確実に実施されるか

等を国が確認。要件を満たさなくなった場
合には認定取消し。）

調達価格等算定委員会

電気をご利⽤の
皆様

⾃宅で発電される⽅

国

再⽣可能エネルギーによ
る発電を事業として実施
される⽅

経済産業⼤⾂

買取価格・買取期間について意⾒

調達価格等算定委員会の意
⾒を尊重して買取価格・買取
期間を設定（毎年度）

kWh当たりの賦課⾦単
価の決定（毎年度）

⼩売電気
事業者
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固定価格買取制度導⼊後の賦課⾦等の推移

（JPEA出荷統計、NEDOの⾵⼒発電設備実績統計、包蔵⽔⼒調査、地熱発電の現状と動
向、RPS制度・固定価格買取制度認定実績等より資源エネルギー庁作成）

余剰電⼒買取制度 FIT制度ＲＰＳ制度

万ｋＷ

再⽣可能エネルギー等による設備容量の推移

年度

※１

※１ ⼤規模⽔⼒は除く

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

太陽光

風力

中小水力

地熱

バイオマス

年平均伸び率
26％

年平均伸び率
9%年平均伸び

率5%

再⽣可能エネルギー導⼊拡⼤と国⺠負担

• 2012年７⽉の固定価格買取制度開始後、再エネ導⼊量が約3.0倍(2018年3⽉末時点)に拡⼤。
• 他⽅、国⺠負担が増⼤。2018年度の賦課⾦総額は約2.4兆円。標準家庭（使⽤量260kWh/⽉）で、

754円/⽉（9,048円/年）であり、電気料⾦との負担額合計（7,217円／⽉）の１割強となっている。

標準家庭
⽉額負担額

4.0兆円

（賦課⾦）

（約3.1兆円）
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エネルギーミックスにおける再エネの導⼊⽔準

ミックス
実現のために
必要な導⼊量

FIT前導⼊量
＋

FIT認定量
実際の
導⼊量

太陽光 6,400 7,570 4,450

⾵⼒ 1,000 910 350

地熱 140〜155 60 54

中⼩⽔⼒ 1,090〜
1,170 980 970

バイオ 602〜
728 970 360

○ エネルギーミックスにおける2030年度の再エネ⽐率22〜24％程度の実現に必要な導⼊量に対して、
太陽光とバイオマスについては、すでにFIT制度開始前の導⼊量にFIT制度における認定量を加えた値
が上回っている状況。

○ 諸外国におけるFIT制度では調達価格は概ね設備稼働⽇に決定される⼀⽅、⽇本のFIT制度においては
認定時に決定されるため、⾼い価格で認定を受けた後、設備稼働を開始しない事業者が多く存在。事
業⽤太陽光では、過去、極めて⾼い調達価格を設定された未稼働案件が、2,350万kW程度存在。

（出典）2018年10月 資源エネルギー庁「国内外の再生可能エネルギーの
現状と今年度の調達価格等算定委員会の論点案」

【事業⽤太陽光の未稼働案件】
単位：万kW

未稼働（万kW） 調達価格

2012年度認定 334.5 40円

2013年度認定 1,284.1 36円

2014年度認定 732.9 32円

合計 2,350程度

【エネルギーミックスにおける再エネの導⼊量（18年3⽉）】

※ 2018年度の調達価格︓18円（10kW〜2,000kW）

（出典）2018年10月資源エネルギー庁「既認定案件による国民負担の抑制に向けた対応」
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○ FIT制度における賦課⾦制度は、これまで国際競争⼒等の観点から、電⼒多消費産業については省エネ
努⼒などを踏まえて減免し、その費⽤の⼀部を国費で補てんする仕組みが存在。

○ 2017年改正FIT法において、減免制度の対象となる事業者の範囲や減免率を⾒直し。

＜制度⾒直し後の減免率＞
省エネの取組※2

優良 不⼗分
製造業等※1 ８割 4割

⾮製造業 4割
(経過措置あり※3) ２割

※１ 農業・林業、漁業、鉱業・採⽯業・砂利採取業については製造業の減免率と同等とする。
※２ 省エネの取組の具体的な基準は以下の通り

①直近４事業年度の電⼒原単位の対前年⽐変化率の平均が年１％以上改善していること
②上記①に該当しないが、直近の２事業年度連続で電⼒原単位が悪化しておらず、かつ、直近４事業
年度の電⼒原単位の対前年度変化率の平均が年５％を超えて悪化していないこと

※３ 平成２８年度に制度の適⽤を受けた事業者については、減免率を29年度８割、30年度6割とする
経過措置を設ける。

FIT賦課⾦の減免制度について

＜減免予算額等の推移＞

※平成28年度分から賦課金での負担を導入。減免事業者の実質的な賦課金単価は平成24、25年度の被災地減免分を除いた上で、減免総額を減免
事業者の総使用電力量で除して機械的に算出。実際の減免額は業種や省エネの取組状況に応じて異なる減免率が適用される。

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

減免額
７０億円 １９１億円 ２９０億円 ４５６億円

８４１億円 １,００６億円 約１,１００
億円

うち予算措置額 ４８３億円 ２９２億円 １５５億円

賦課金（／kWh） 0.22円 0.35円 0.75円 1.58円 2.25円 2.64円 2.90円
減免事業者の

実質的な賦課金
単価（／kWh）

0.05円 0.10円 0.22円 0.49円 0.57円 ０.60円 0.73円

電
気
料
⾦

電
気
料
⾦

⼤⼝需要家 ⼀般需要家

賦課金 賦課金

賦課金減
免
措
置
︵
⼀
部
国
費
で
補
て
ん
︶

※⼤⼝需要家の賦課⾦
減免分は⼀般需要家の
賦課⾦の増で補てん。

減免

＜賦課⾦減免制度のイメージ＞
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FIT制度の運営に係る費⽤

1.9  2.6 
6.8  7.4 

10.6  12.5 
16.7 

0.0
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35.0
40.0
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50.0

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

FIT制度の運⽤業務委託費（当初予算）
概算要求
44億円

億円

＜2017年FIT法改正による主な認定基準の追加＞

• 電気事業者から接続の同意を得ていること

• 関係法令の規定を遵守すること

• 保守点検・維持管理に必要な体制の整備

• 現地設備における事業者名等の掲⽰
など

○ FIT制度の事務費⽤は、24年度の制度発⾜以降、30年度までで1.9億円から16.7億円と８倍に増加。
未稼働案件の問題も踏まえた2017年改正FIT法の認定基準追加による業務が増⼤する等、認定審査期
間の⻑期化が⽣じている状況であり、来年度予算においては更なる⼤幅な増額要求がなされている。

○ FIT制度による認定は、2030年度に向けて増え続けることが⾒込まれ、今後、未稼働案件対策を含
む、FIT制度の適正化への対応等による業務量の更なる増⼤も考えると、抜本的な制度運営の効率化等
が必要な状況。

＜FIT認定申請に係る審査状況について＞
（平成30年7⽉２⽇ 資源エネルギー庁公表）

50kW未満の太陽光発電設備の審査期間につい
て、３〜６か⽉と⻑期化（標準処理期間は１〜２か⽉）

＜FIT制度の標準処理期間等の変更＞
（平成30年8⽉31⽇ 資源エネルギー庁公表）

50kW未満の太陽光発電設備の審査の標準処理期間
現⾏︓１〜２か⽉ → ３か⽉ など
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平成22年度 平成30年度 差
合計︓ 1,140程度 合計︓ 1,350程度 ＋200程度

主な内訳 主な内訳
住宅⽤太陽光補助⾦ 401 FIT制度へ移⾏ 0 ▲400

新エネ等導⼊⽀援補助⾦ 345 FIT制度へ移⾏ 0 ▲350

FIT関連予算 0 FIT賦課⾦減免・事務費 172 ＋170

再エネ研究開発・実証 188 再エネ研究開発・実証 510 ＋320
エネルギーマネジメントシステ

ム導⼊⽀援など 17 系統運⽤システム増強
などの研究開発・実証 302 ＋280

家庭⽤燃料電池導⼊⽀援 68 家庭・業務・産業⽤燃
料電池、⽔素ST整備 132 ＋60

燃料電池等の研究開発 106 ⽔素SC研究開発実証 158 ＋50

再⽣可能エネルギー関係予算の変化（22－30年度）

○ 温対税導⼊前後の再⽣可能エネルギー関連の歳出予算の変化を⾒ると、平成24年度のFIT制度を機に各種の再
エネ導⼊⽀援の補助⾦は整理された。

○ ⼀⽅で、電⼒の⼤⼝需要家へのFIT賦課⾦減免にかかる歳出や、再エネの研究開発・実証、再エネの導⼊に伴う
系統運⽤システムの増強等に係る研究開発・実証や燃料電池など⽔素に関連した導⼊⽀援や研究開発・実証の
費⽤が増⼤。

【再⽣可能エネルギー関連予算（当初）の変化（22－30年度）（エネ特エネ需勘定）】 （億円）
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※1970年、1990年、2012年のエネルギー消費効率を100とする
※エネルギー消費効率＝最終エネルギー消費／実質GDP

○ パリ協定における温室効果ガス▲26％⽬標と整合的なエネルギーミックスの達成のためには、
2030年度に最終エネルギー需要を対策前⽐▲13％で原油換算5,030万kl程度削減する必要と試算
されている。

○ これはオイルショック後並みのエネルギー消費効率の改善が必要な⽔準とされる。

エネルギーミックス（⻑期エネルギー需給⾒通し）における省エネ対策

エネルギー消費効率の改善エネルギーミックスにおける最終エネルギー需要

2030年度
（省エネ対策後）

2013年度
（実績）

3.61億kl

経済成⻑
1.7%/年

3.26億kl程度

産業
1.60億kl

業務
0.65億kl

運輸
0.84億kl

家庭
0.52億kl

産業
1.70億kl

業務
0.56億kl

運輸
0.62億kl

家庭
0.38億kl

産業
1,042万kl

業務
1,226万kl

運輸
1,607万kl

家庭
1,160万kl

3.76億kl
対策前⽐▲13％

省エネにより
5,030万kl程度削減

2012‐2030
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平成22年度 平成30年度 差

合計︓ 1,460程度 合計︓ 2,060程度 ＋600程度
主な内訳 主な内訳

省エネ補助⾦ 446 省エネ補助⾦ 633 ＋190

運輸部⾨対策（CEV補助⾦） 137 運輸部⾨対策（CEV,ト
ラック・船舶等） 226 ＋90

グリーンIT関係研究開発 77 AI・IoT関係研究開発
（⾃動⾛⾏等） 312 ＋240

省エネ研究開発 213 脱炭素ものづくり 274 ＋60

【省エネルギー関係予算（当初）の変化（22－30年度）（エネ特エネ需勘定）】

省エネルギー関係予算の変化（22－30年度）

○ 温対税導⼊前後の省エネルギー関連予算は、省エネ補助⾦や省エネ関連のIT研究開発事業の増加などにより、
＋600億円程度増加。

○ ⼀⽅で、近年、⽇本の省エネ施策については⾜踏みがみられるとの指摘もあり、こうした予算措置が社会全体の省エ
ネの推進に役⽴っているのか⾒極める必要がある。

○ また、AIやIoTといった研究開発は、近年、⺠間における研究開発が活発となっているところであり、必要性を精査し
ていく必要。

（億円）
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出典：日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」、資源エネルギー庁「総
合エネルギー統計」を基に作成

省エネ法の規制と予算・税制措置

＜エネルギー使⽤量が1,500kl以上の事業者＞（産業・業務）
・計画提出義務
・使⽤状況等の定期報告義務 など

・事業者に対してエネルギー消費効率改善⽬標（年平
均１％）等の努⼒義務
・ベンチマーク制度︓各業界で上位１〜２割が満たす
⽔準（１％⽬標を達成しなくても評価）

主
な
省
エ
ネ
法
に
よ
る
規
制

＜トップランナー制度＞（産業・業務・運輸・家庭）
⾃動⾞や家電製品等32品⽬のエネルギー消費効率

⽬標設定（家電エネルギー消費の７割）

主
な
予
算
・
税
制
措
置

• トラック・船舶等への省エネ補助⾦
• エコカー減税
• CEV補助⾦

• 省エネ補助⾦
• 省エネ設備投資利⼦補給補助⾦
• 中⼩企業等に対する省エネ診断事業費

• 住宅の省エネ改修減税

省
エ
ネ
技
術
の
研
究
開
発
・

実
証
事
業
へ
の
予
算
措
置

産
業
・
業
務

運
輸

家
庭

○ 省エネ政策の推進にあたっては、予算や税制による⽀援措置だけでなく省エネ法に基づく事業者への規制が存在。
○ 近年、産業・業務部⾨のエネルギー消費の効率化は⾜踏みが続いており、予算による⽀援の効果を検証する必要。
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【製造業のエネルギー消費原単位】

出典：資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、経済産業省「鉱工業指数」、日本エネル
ギー経済研究所 「エネルギー・経済統計要覧」を基に作成

(1965年度＝100)

【業務他部⾨のエネルギー消費原単位】
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諸外国のエネルギー関係研究開発予算

【各国のエネルギー関係研究開発予算】
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4,000

日本 ドイツ フランス 英国 米国

エネルギー関係研究開発歳出

研究開発予算に占める

エネルギー関係予算割合

（出典）OECD, Government budget appropriations or outlays for RD
（注１）英国は2015、その他は2016のデータ。
（注２）米国については、州政府の支出を含むIEAのデータで見るとエネルギー関係予算は約67億ドル（GDP比0.04％程度）である。

国
政府⽀出に占める
エネルギー関係

研究開発予算の割合

エネルギー
関係研究開発
予算のGDP⽐

⽇本 1.65% 0.08%

ドイツ 1.98% 0.04%

フランス 1.11% 0.04%

英国 1.26% 0.01%

⽶国 2.12% 0.02%

百万
⽶ドル

【各国のエネルギー関係研究開発予算の
政府⽀出・GDPに占める割合】

○ 各国のエネルギー情勢等が異なる点を考慮する必要があるものの、⽇本の政府⽀出に占める研究開発予算は、諸
外国と⽐べて、ほぼ同程度である⼀⽅で、エネルギー関係の研究開発予算の占める割合やGDP⽐は⼤きい状況と
なっている。
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エネルギー関係の研究開発予算の例

予算 概要
31年度
概算要求

（30年度当初）

次世代⼈⼯知
能・ロボットの
中核となるイン
テグレート技術
開発

○AIの適⽤領域の拡⼤
○ものづくり現場での

AI活⽤に向けた技
術開発

25億円
（５億円）

⾼度な⾃動⾛
⾏システムの社
会実装に向けた
研究開発・実証
事業費

○トラックの隊列⾛⾏
において２台⽬以降
を無⼈として隊列を
組む⾛⾏を実証。

○管制による⾃動⾞の
⾃動⾛⾏の実証。

55億円
（35億円）

「⼈⼯知能技術戦略会
議」でAI技術の産業化
に向けたロードマップ
（平成29年３⽉）

「未来投資戦略
2018」・「官⺠ITS構
想・ロードマップ
2018」で2020年度ま
でに⾼度な⾃動⾛⾏を
実現

AI関係
＜⽇本のAI投資＞

・政府︓ 770億円
・⺠間︓6,000億円

＜⽶国のAI投資＞
・政府︓5,000億円
・⺠間︓ 約７兆円

（内閣府、⽂部科学省調べ）

・国内主要メーカーは⾃動
⾛⾏の研究開発に着⼿（⽇経新
聞「研究開発活動に関する調査2018」）

○ AIや⾃動⾛⾏などについては、今後、政府⽅針の下、その普及を推進していくこととなっており、エネルギー関係の研
究開発として予算計上。

○ 政府の⽅針にのっとり、こうした分野の取組を進める必要があるが、⼀⽅で、①AIは既に外国において、巨額の⺠間
投資が⾏われる等、相当程度⺠間における研究が先⾏している分野であること、②⾃動⾛⾏についても、すでに多く
の⺠間企業が実⽤化に向けた取組を進めていること、なども踏まえる必要。

○ こうした⺠間において既に先⾏した取組が進んでいる分野については、極⼒⺠間の競争⼒を活⽤し、企業にも応分の
負担を求めるなどしつつ、国の予算措置の対象を重点化していく必要がある。

【エネルギー関係予算の例】

⽶国MITは、AI研究に10億
ドル投資し、関連分野の教
授陣を倍増。

（⽇経新聞 2018.10／16）

⾃動⾛⾏関係

【AIや⾃動⾛⾏に
関連した政府⽅針】
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国⽴研究開発法⼈
新エネルギー・産業技術
総合開発機構（NEDO）

国（エネ特など）

交付⾦

委託・補助

⼤学・⺠間企業等

エネルギー研究開発予算の効率性

NEDOの概要︓
オイルショック後、1980年に「⽯油代替エネル

ギーの開発及び導⼊の促進に関する法律」に基づ
き、設⽴。2003年に独法化し、2015年に国⽴研究
開発法⼈へ。エネルギー使⽤合理化のための技術開
発などを⽬的。

実績等

設⽴から技術開発プロジェクト
に投じた費⽤ 約３．６兆円
実⽤化が確認できたプロジェク
トの費⽤ 約７,２３６億円

売上実績のある製品 １１５製品
上記の累積売上実績※
※NEDOの寄与率を100％と仮定。 約５２．４兆円

【NEDOのイメージ】 【NEDOのプロジェクトに係る費用など】

（出典）NEDOインサイド製品2018

○ エネルギー関係研究開発予算のうち、省エネ技術などに関するものは、主に「国⽴研究開発法⼈新エネルギー・産業
技術総合開発機構（NEDO）」を介して⼤学や⺠間企業等に委託・補助が⾏われる。

○ ⼀般会計含めこれまで約3.6兆円の費⽤が投じられ、そのうち実⽤化が確認できたプロジェクトの費⽤は7,236億円
（約20％）とされている。

○ NEDOにおいて、⺠間だけでは担うことが難しいリスクの⾼い研究開発を⼿掛ける意義はあると考えられるが、実⽤化
に⾄らない研究も多くあることから、特に複数年度のプロジェクトで特段の進展のない案件については事業の必要性を
含めて精査するとともに、収益納付の仕組み等の活⽤も検討すべき。

【NEDOの収益納付の仕組み】

NEDOの助成事業終了の翌年度以降、５年間事業者は報告書を
提出し、実⽤化による収益がある場合には、NEDO事業の寄与率
に応じて収益を納付。

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

0.03 0.23 0.04 0.14 0.55

（単位︓億円）＜各年度の収益納付額＞

※ これまでの収益納付の累計額︓6.3億円

2018年度予算
1,596億円
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資源関係政策
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その他, 
1,016 

115 

JOGMEC出

資金, 414 石油コンビナート

強靭化等
181 

国内資源開発

479 

国家石油備蓄
委託費

268 

石油備蓄事業
補給金
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＋300

＋180

＋10
1,944
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（＋600）

○ 資源権益確保や備蓄などの資源関係の歳出は、エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定において
予算措置を⾏っている。

○ 平成23年度の東⽇本⼤震災を経て、エネルギー⾃給率が低下する中、災害に備えた⽯油コンビナート
の強靭化対策や⽯油・天然ガス等の資源権益獲得のためのJOGMEC（（独）⽯油天然ガス・⾦属鉱物
資源機構）への出資⾦が増⼤。

【エネ特エネ需勘定の資源関係歳出】
単位︓億円

⽯油備蓄事業補給⾦ （30年度︓276億円）
国家備蓄⽯油約5,000万klのうち、国家⽯油備

蓄基地に貯蔵しきれない約1,500万klについて、
⺠間の⽯油精製業者等が所有する⺠間タンクを借
り上げて蔵置。
国家⽯油備蓄委託費 （30年度︓432億円）

国家備蓄⽯油約5,000万klのうち、約3,400万kl
を貯蔵する全国10か所の国家⽯油備蓄基地への修
繕、点検、油種⼊れ替えなどにかかる委託費。
国内資源開発関係 （30年度︓228億円）

メタンハイドレードなどの国内資源開発に係る
研究開発・調査費等。
⽯油コンビナート強靭化等（30年度︓176億円）

災害に備えた⽯油コンビナート強靭化や地域の
エネルギー供給拠点の整備事業など。
JOGMEC出資⾦ （30年度︓414億円）

我が国企業の⽯油・天然ガス資源の権益獲得に
向けたリスクマネーの供給。

＋50

▲50
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エネルギー需給⾒通しと⾃主開発⽐率の試算

○ 2010年のエネルギー基本計画において、⽯油・天然ガスの⾃主開発⽐率を40％以上とする⽬標を設定。
○ エネルギーミックスを前提とすると、2030年度には⼀次エネルギー供給における⽯油・天然ガスの⽐率

は▲32％程度低下する⾒込みであり、⾃主開発量を現状と同程度と仮定すると、⾃主開発⽐率は４割弱
まで上昇。

○ JOGMEC出資⾦をはじめとした資源確保に向けた政策については、こうした状況を踏まえ、真に必要な
案件に注⼒すべき。
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我が国企業の権益下にある⽯油・
天然ガスの取引量＋国産⽣産量

【単位︓左軸】

⽯油・天然ガスの輸⼊量
＋国内⽣産量
【単位︓左軸】

【⾃主開発⽐率の試算】

（出典）「⻑期エネルギー需給⾒通し」（平成27年7⽉経済産業省）
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（百万kl）
【⼀次エネルギー国内供給の⾒通し】
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廃棄物処理施設整備 【環境省資料】

背景・目的

事業概要
事業スキーム

 市町村等が廃棄物の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を総合

的に推進するため、市町村の自主性と創意工夫を活かした広域的

かつ総合的な廃棄物処理・リサイクル施設の整備を支援している。

 平成当初以降にダイオキシン類対策のため整備した廃棄物処理施

設の老朽化によるごみ処理能力の不足や事故リスク増大といった

事態を回避するため、新たな更新需要も踏まえ、循環型社会構築に

寄与できる一般廃棄物処理施設の整備に取り組む必要がある。

 また、ごみ焼却施設において廃熱利用は一部にとどまっていること

から、ごみ焼却施設を中心とする地域の廃棄物エネルギー利用の

ポテンシャルは高く、自立・分散型のエネルギー拠点としての役割

が期待できる。

 市町村等が行う地域の生活基盤を支えるための社会インフラである

廃棄物処理施設の整備を支援。

 高効率なエネルギー回収を行う施設の整備だけでなく、更新需要の

増大を踏まえ、施設の更新時期の平準化に資する施設の改良によ

る長寿命化の取組を重点的に支援。

期待される効果

平成25年度予算
○○百万円

平成30年度予算額
【一般会計】 267億円（265億円）
【エネ特】 257億円（217億円）

事業⽬的・概要等 イメージ

【交付先】
市町村等（⼀部事務組合、広域連合、特別区含む）

【交付対象施設】
ごみ焼却施設、最終処分場、既存施設の基幹的設備改良事業、等

【交付率】
交付対象経費の１／３。ただし、⼀部の先進的な施設については１／２。

 老朽化した廃棄物処理施設の適切な更新を行う一方、施設の改良

による長寿命化を図ることで、地域における安全・安心を確保。

 廃棄物をエネルギー源として有効利用することで、災害時を含めた

地域における自立・分散型エネルギーの拠点施設を構築。

国 市町村等

交付⾦
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一般廃棄物処理施設に係る補助金・交付金の予算額及び要望額等

補正予算額

当初予算額（エネ特）

当初予算額（一般）

億円

ダイオキシン対策のため、更新需要が集中
（第一の山）

ダイオキシン
類対策特別措

置法

更新需要の増大
（第二の山）

資料Ⅱ－６－19



循環型社会の形成 ～効率的で持続可能な廃棄物処理体制の構築～

施設数 割合

合計（全国） 1,120 ―

うち築20年超 473 42％

うち築30年超 209 19％

うち築40年超 48 ４％

＜ごみ焼却施設の老朽化の状況＞
※平成28年度末時点

○ 廃棄物処理施設は、1990年代に⼤きな社会問題となったダイオキシン問題への対応のための施設整
備から20年以上が経過し、⽼朽化に伴う更新需要が増加傾向。

他⽅、⼈⼝減少や地⽅の過疎化、担い⼿不⾜といった問題も顕在化しており、今後、安定的・効率
的で持続可能な運営を⾏うためには、更新及び維持管理に係るトータルコストを縮減することが重要。

○ このため、施設の広域化・集約化、ＰＦＩ等の⺠間活⽤、廃棄物エネルギー活⽤（省エネ化）の徹
底を図るべき。

＜ＰＦＩ事業の実施状況（廃棄物処理施設）＞ ※平成27年度末時点

○ 実施件数：24件（※平成27年度末のごみ焼却施設数は合計1,141施設）

○ 事業費：約15億円～約580億円
○ コスト削減効果（ＶＦＭ）：約28％

【具体例】御殿場市・小山町広域行政組合（ごみ焼却施設の建設・維持管理）
・ 事業期間：23年（平成24年３月～平成47年３月）
・ 事業費：約153億円
・ 事業者：日立造船（株）他４社
・ コスト削減効果（ＶＦＭ）：約36％

（出典）内閣府、御殿場市・小山町広域行政組合

＜ごみ焼却施設（規模別）の廃棄物エネルギー利用状況＞
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（出典）環境省

＜ごみ焼却施設数（規模別）の推移＞
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 各都道府県が策定するごみ処理の広域化計画では、「可能な限り焼却能力
300t/日以上（最低でも100t/日以上）の全連続式ごみ焼却施設」を設置できる
よう、市町村を広域ブロック化することが求められている（平成９年厚生省通知
「ごみ処理の広域化計画について」）。

（出典）環境省

（出典）環境省

※平成28年度実績

築20年超
が65％

1,120
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循環型社会の形成 ～効率的で持続可能な廃棄物処理体制の構築～

○ また、⼀般廃棄物会計基準の導⼊や廃棄物処理の有料化等を通じて、⾏政コスト収⽀の透明化・
運営効率化や廃棄物の減量化を⼀層促進すべき。

市区町村数 （割合）

有料 1,120 64.3％
無料 615 35.3％
収集無し 6 0.3％
合計 1,741 100％

市区町村数 （割合）

導入 66 3.8％

未導入 1,675 96.2％

合計 1,741 100％

（注１）平成17～19年度に家庭系一般廃棄物の有料化を実施した
自治体のうち、可燃ごみを対象として袋による単純比例制を
導入している自治体54件が対象。

（注２）可燃ごみの有料化前年と有料化３年目（有料化実施２年後）
の年間の一人当たり可燃ごみ収集量を比較。

（出典）環境省

＜家庭系可燃ごみの有料化前後の一人当たり
可燃ごみ収集量の変化＞

27,132 
25,107 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

導入前 導入後
（3年目）

（円）

（⇒▲７％程度）

（注）長野市は平成19年度に一般廃棄物会計基準
を導入。

（出典）長野市

（出典）環境省
（出典）環境省

＜一般廃棄物会計基準の導入状況＞ ※平成28年度末時点＜生活系ごみ（粗大ごみを除く）の収集手数料の状況＞ ※平成28年度末時点

＜一般廃棄物会計基準の導入前後の１t当たり
ごみ処理原価の変化（長野市の事例）＞

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0 0.1 0.2 0.3 0.4

（ｔ/人：有料化前）

（
ｔ/

人
：
有

料
化

3
年

目
）

（ｔ/人）

（ｔ/人）

【
有
料
化
３
年
目
】

【有料化前】

 約９割（54件中47件）の自治体で有料化
３年目に一人当たりのごみ収集量が減少
（▲20％程度：0.20t/人 → 0.16t/人）

2,150
2,200
2,250
2,300
2,350
2,400
2,450
2,500
2,550
2,600

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（億円）

2,540

＜ごみ処理事業における
使用料・手数料（合計）の推移＞

（出典）環境省
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雇⽤⼈員ＤＩ（％pt） 企業規模別の労働⽣産性（従業者⼀⼈あたり付加価値額）の推移

生産性の向上が課題

○ 労働⼒⼈⼝の減少・⾼齢化が⾒込まれる中、既に⼈⼿不⾜感が急速に⾼まってきている。
○ ⼈⼿不⾜の中にあっては⽣産性向上が急務であるものの、中⼩企業の⽣産性は、⼤企業と⽐較して低く、改善もし

ていないのが現状であり、付加価値を⽣み出す効果的な設備投資等により中⼩企業の労働⽣産性を⾼めていくことが
不可⽋。

‐35

0

35

09 10 11 12 13 14 15 16 17

資本⾦１０億円以上の企業

資本⾦２千万円以上１億円未満の企業

（資料）⽇本銀⾏「全国企業短期経済観測調査」

過剰

不⾜

517 556

898

1,074

400

800

1,200

09 10 11 12 13 14 15 16

資本⾦1億円未満

資本⾦1億円以上

381

518

出所︓財務省「法⼈企業統計年報」
（注） 従業者1⼈あたり付加価値額＝付加価値額／従業員数

付加価値額＝営業純益（営業利益－⽀払利息等）＋役員給与＋役員賞与＋従業員給与＋
従業員賞与＋福利厚⽣費＋⽀払利息等＋動産・不動産賃借料＋租税公課

（万円）
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「平成30年度予算の編成等に関する建議」
（平成29年11月29日財政制度等審議会）

○ 建議を踏まえ、30年度予算では、補助事業の廃⽌、補助率の⾒直し等を実施。

（前略）中⼩企業を取り巻く現状を踏まえれば、今後の中⼩企業⽀援策は、市場競争を前提に、独⽴した中⼩企業者
の⾃主的な努⼒の助⻑を旨とする「中⼩企業基本法」の原点に⽴ち返り、経営⼒強化に向けた⾃律的な取組を促してい
くことが適当である。中⼩企業の⼿元資⾦の改善状況や信⽤補完制度の⾒直しの趣旨もあわせ考えれば、中⼩企業の資
⾦需要に対する補助⾦等の財政資⾦の必要性は低下してきており、新たな信⽤補完制度の下で⺠間資⾦の活⽤により対
応していくことを基本とすべきである。

その上で、中⼩企業向けの補助⾦については、現下の中⼩企業政策の課題を踏まえつつ、公平・公正な競争環境の確
保やモラルハザードの防⽌の観点から不断の⾒直しを⾏うとともに、中⼩企業セクター全体への波及効果が⼤きく、⽣
産性向上につながるような分野・対象（オープンイノベーションによる研究開発等）に重点化していくべきである。

同時に、事業の効率性が⾼まるよう、補助率のメリハリ付け等の効果的な対応を講じていく必要がある。更に、中規
模企業と⼩規模企業では財務基盤に違いがあることや、⼩規模企業については、「⼩規模企業振興基本法」において事
業の持続的発展が旨とされていることを踏まえ、補助の在り⽅を含めて、両者に対する⽀援の枠組みを再構築していく
ことも重要である。
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中小企業向けの補助率の見直しの状況

○ 中⼩企業向けの補助⾦については、依然として⾼い補助率のものが占める割合が⼤きい。
○ ３１年度予算においても、引き続き事業の効率性が⾼まるよう、補助率のメリハリ付け等の効果的な対応を講じて

いく必要がある。

定額
(47.0%)

定額
(49.0%)

2/3
(47.3%)

2/3
(39.5%)

6/10
(1.5%)

6/10
(1.6%)

1/2
(3.9%)

1/2
(6.8%)

1/3, 0.2%

1/3
(2.8%)

1/4
(0.3%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H29当初

(324億円)

H30当初

(322億円)

中⼩企業等向け補助⾦の補助率別構成⽐

（注）「中小企業等向け補助金」とは、一般会計の中小企業対策費として経済産業省に計上された裁量的経費である補助金のうち、地方公共団体向けや政府関係機関等向けを除いたもの。
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（％）

日本公庫（国民生活事業・中小企業事業）

国内銀行

（年度・四半期）

中⼩企業向け貸出残⾼の伸び率

日本政策金融公庫の貸出における民業補完性

○ ⽇本政策⾦融公庫による貸出は危機時に拡⼤。危機が去るとともに、⺠間⾦融機関の貸出は増加し、⽇本公庫の貸
出は減少。

リーマンショック 東日本大震災

（注） 国内銀行は中小企業向けの事業資金貸出残高で、銀行勘定のみ。日本銀行「金融経済統計月報」より抜粋加工。
伸び率は各四半期末残高の前年同期比。

資料Ⅱ－７－４



○ ⺠間⾦融機関の補完を旨としつつ、多くの⺠間⾦融機関との業務提携を推進。

日本政策金融公庫と民間金融機関との連携強化

協調融資スキームの構築実績（平成30年3⽉末時点）

都市銀⾏ 地⽅銀⾏ 第⼆地⽅銀⾏ 信⽤⾦庫 信⽤組合 その他 合計

機関数 1 61 40 257 90 5 454

協調融資（注）実績

（注）協調融資とは、同⼀⽬的の資⾦計画に対し、⽇本公庫と⺠間⾦融機関が協議を経たうえで、両者が融資（保証）を実⾏または決定したもの。（公庫で集計したもの。 両者の融資実⾏・決定時期が異なる場合も含む。）

（単位︓億円）
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予算措置

財政投融資
低利融資等

中
小
企
業
・

小
規
模
事
業
者

国

日
本
政
策
金
融
公
庫

中小企業金融の支援体制（政策金融）

○ 政策的に必要性が⾼い分野や危機発⽣時において、⺠業補完の観点から、⻑期・低利の資⾦を供給。
○ 公庫における通常の貸付けの際の⾦利は「基準利率（※１）」による。
○ その上で、特に政策的な対応が必要な分野など、要件を満たす場合には、基準⾦利から⼀定程度利率を引き下げた「特別利率」
（※２）を適⽤しており、これらの⾦利の引き下げ分に対して、予算事業（⽇本政策⾦融公庫補給⾦）として、国が補給⾦を交
付している。（平成３０年度当初予算額 355億円）
※１調達コスト・事務コストに信⽤リスク等を加味した上で設定される
※２特別利率︓【特別利率①︓基準利率から▲0.4%、特別利率②︓基準利率から▲0.65%、特別利率③︓基準利率から▲0.9%】

基準利率
特別利率①

特別利率②

低減利率
（▲0.65％）

特別利率③

補給⾦による貸付利率の
引下げ分

低減利率
（▲0.9％）

低減利率
（▲0.4％）

実際に顧客が負担する⾦利

＜通常の貸付＞ ＜特別利率での貸付＞
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2.45

1.81
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1.16
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2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

公庫（国民）
基準利率

公庫（中小）
基準利率

地方銀行 第二地方銀行 信用金庫

（注１）各金利は、各四半期初月の金利。

（注２）公庫の金利は、貸出期間5年の基準金利。地方銀行・第二地方銀行・信用金庫の金利は、日本銀行「預金・貸出関連統計」の貸出約定平均金利 新規/長期（貸出期間1年以上）

公庫（中⼩）基準利率

公庫（国⺠）基準利率

地⽅銀⾏

第⼆地⽅銀⾏

信⽤⾦庫

○ ⽇本政策⾦融公庫における基準利率は、⺠間⾦融機関とも概ね同⽔準。
○ 基準利率は、⽇本政策⾦融公庫発⾜時（2008年）と⽐べて、調達コスト（主に財投⾦利）の低下等により低⾦利へ推移。

日本公庫（国民・中小）の基準利率の推移 資料Ⅱ－７－７



特別利率②
（基準利率-0.65%）

顧客負担

1.80%

顧客負担

1.16%

顧客負担

1.50%

顧客負担

0.51%

国費負担

0.65%

国費負担

0.65%

国費負担

0.65%

国費負担

0.65%

2.45%

1.81%

2.15%

1.16%

2008年度第3四半期

(国民)

2018年度第1四半期

(国民)

2008年度第3四半期

(中小)

2018年度第1四半期

(中小)

日本公庫発足時と比較した利率の状況
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制度名 資金名 概要 適用特利 要件

新企業育成貸
付

新事業育成資金
新規性、成長性のある事業を始めて７年
以内の者等を対象

特利②
公庫の成長新事業育成審査会から事業の新規性・成長性の認定
を受けた者等。

特利③
上記の要件＋知的財産権等で開発した技術を利用して新事業を
行う者等。

女性、若者／シニア起
業家支援資金

女性または35歳未満か55歳以上で新た
に事業を始める者等を対象

特利① 2億7千万円まで。

特利②
上記の要件＋知的財産権等で開発した技術を利用した事業で
あって、一定の製品化及び売上が見込めるもの。

企業活力強化
貸付

地域活性化・雇用促
進資金

一定の雇用創出効果が見込める設備投
資を行う者、地域への経済波及効果の
高い事業活動に取り組む者等を対象

特利①

2億7千万円を限度に、まち・ひと・しごと創生法に基づき策定され

た都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略または市町村まち・ひ
と・しごと創生総合戦略により、地方創生に資する事業として地方
公共団体が認めた事業を行う者等。

特利②

2億7千万円を限度に、企業立地促進法に基づく基本計画で定め
られた集積区域において、承認を受けた「企業立地計画または
「事業高度化計画」に従って企業立地または事業高度化への取り
組みを行う方及び行おうとする者等。

特利③
2億7千万円を限度に、地域再生法に基づく認定地方活力向上地
域等特定業務施設整備計画の認定を受けた者等。

環境・エネル
ギー対策貸付

環境・エネルギー対策
資金

非化石エネルギー設備や、省エネル
ギー設備を設置する者や、産業公害防
止施設などを設置する者等を対象

特利①
4億円を限度に、発電設備（太陽光（発電出力10kW以上の自家消

費型発電設備）に限る）、熱利用設備（地中熱及び太陽熱に限る）
を取得する者等。

特利②
4億円を限度に、アスベストを発生または飛散させる者で、アスベ

ストの発生または飛散の防止のために必要と認められる設備資
金等。

特利③
4億円を限度に、大気汚染の原因となる特定物質を排出する者で、
公害防止施設等を取得するために必要な設備資金等。

災害復旧貸付 災害により被害を受けた者を対象 ▲0.9% 激甚災害の場合に当初3年間1千万円まで。

⽇本政策⾦融公庫における主な貸付制度の⼀覧⽇本政策⾦融公庫における主な貸付制度の⼀覧

（注）日本公庫（中小）での特別貸付を例に記載
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政府の方針

○明日の日本を支える観光ビジョン（H28.3.30決定）
・ 訪日外国人旅行者数を2020 年に4,000万人，2030 年に6,000 万人に
・ 訪日クルーズ旅客を2020年に500万人へ

○観光ビジョン実現プログラム2018 （H30.6.12観光立国推進閣僚会議決定）
・ 世界初の出入国審査パッケージの導入や世界最高水準の技術を活用し、

革新的な出入国審査を実現するための取組を実現する。

○未来投資戦略2018 （H30.6.15閣議決定）
・ 最先端技術を活用した革新的な出入国審査等の実現

○未来投資戦略2018及び経済財政運営と改革の基本方針2018
（H30.6.15閣議決定）
・ 一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材に関し、就労を目的と

した新たな在留資格を創設する
・ 外国人材への支援と在留管理等（きめ細かく、かつ、機能的な在留管理、

雇用管理を実施する入国管理局等の体制を充実・強化する。）
・ 外国人の受入れ環境の整備（法務省が総合調整機能を持って司令塔

的役割を果たす。在留管理体制を強化し、不法・偽装滞在者や難民認定制
度の濫用・誤用者対策等を推進する。）

入国管理行政の役割が増大する現状と今後の課題

○ 訪日外国人旅行者数が急増（平成29年は前年比
19％増）しているほか、平成29年には在留外国人数
が256万人、難民認定申請数が19,629人となり、いず
れも過去最多。不法残留者数（H30.1.1現在で6万
6,498人）も４年連続で増加。

⇒ 今後の新たな外国人材の受入れ等に対応するため、
円滑かつ厳格な出入国審査、外国人の受入れ環境の
整備や在留管理体制の強化が必要

現 状 と 課 題

※出典：JNTO（日本政府観光局）
※平成29年値の（）内は8月末時点での人数

,

,

,
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○ 人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材
の確保を図るべき産業上の分野

１．受⼊れ対象分野

新たな外国人材の受入れについて

〇 平成30年7月20日 設置
〇 平成30年7月24日 第1回関係閣僚会議において、外国人材の円滑な受入れの促進に向けた取組とともに、生活者としての

外国人に対する支援や的確な在留管理等、外国人との共生社会の実現に向けた環境整備に係る課題
を整理。

〇 平成30年10月12日 第2回関係閣僚会議において、新たな外国人材の受入れに関する制度の概要をとりまとめ。
〇 出入国管理及び難民認定法等の改正法案を、臨時国会に提出予定。

〇 相当程度の知識⼜は経験を要する技能を要する業務に従事する外国⼈
向けの在留資格「特定技能１号」と，同分野に属する熟練した技能を
要する業務に従事する外国⼈向けの在留資格「特定技能２号」を新設
する

〇 ある程度⽇常会話ができ，⽣活に⽀障がない程度の⽇本語能⼒を有す
ることが基本

○ 「特定技能１号」の外国人に対し，受入れ機関又は登録支援機関において
我が国での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生
活上，職業生活上又は社会生活上の支援を行う

在留資格「特定技能」の創設

〇 受入れ機関は、外国人との間で所要の基準に適合した契約を締結すると
ともに、当該契約の適正な履行等が確保されるための所要の基準を満たさ
なければならない

○ 登録支援機関は、所要の基準を満たした上で、出入国在留管理庁長官
の登録を受けて支援を行う

○ 「特定技能１号」は、在留期間の上限を通算５年とし，家族の帯同を基本
的に認めない

〇 「特定技能2号」は、在留期間の上限を付さず、家族帯同を認める

（出典）
平成30年7月24日 外国人材の受入れ･共生に関する関係閣僚会議資料
平成30年10月12日 外国人材の受入れ･共生に関する関係閣僚会議資料

外国⼈材の受⼊れ・共⽣に関する関係閣僚会議等

２．受⼊れ対象者

３．外国⼈への⽀援

４．受⼊れ機関

５．登録⽀援機関

６．その他

外国⼈材の受⼊れ・共⽣のための総合的対応策
〇 外国人材の円滑な受入れの促進に向けた取組とともに、外国人との共生社会の実現に向けた環境整備が必要
〇 年内の取りまとめに向けて、関係者からの意見を聞きながら、取組の拡充・具体化を検討
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出入国在留管理庁の設置

（外局） （外局）

公安審査委員会

公安調査庁

出入国在留管理庁

（内部部局）

公安審査委員会

公安調査庁

人権擁護局

訟務局

保護局

人権擁護局

訟務局

入国管理局

保護局

法務省

大臣官房

民事局

刑事局

矯正局

法務省

大臣官房

民事局

刑事局

矯正局

（内部部局）

法律改正後法務省機構図イメージ

○ 新たな在留資格の創設に伴う在留外国人の増加に的確に対応しつつ、外国人の受入れ環境整備に関
する企画並びに総合調整といった業務を一体的かつ効率的に取り組む組織として、法務省の外局に出入
国在留管理庁を新設することが検討されている

（出典）
平成30年10月12日 外国人材の受入れ･共生に関する関係閣僚会議資料
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Ｇ２０大阪サミット

【Ｇ７】 ⽇本 ⽶ 英 伊 加 仏 独 ＥＵ

約３５カ国・機関が参加

アルゼンチン 豪 ブラジル 中 印 インドネシア トルコ
メキシコ 韓 露 サウジアラビア 南アフリカ （２０カ国）

加えて、約６〜８カ国、７〜８機関が「招待枠」で参加
≪2017年Ｇ２０ハンブルグ・サミットの例≫

〈招待国（７カ国）〉
ギニア、オランダ、ノルウェー、セネガル、シンガポー

ル 、スペイン、ベトナム
〈国際機関（８機関）〉

⾦融安定理事会（FSB）、国際労働機関（ILO）、
国際通貨基⾦（IMF）、世界保健機関（WHO）、
世界貿易機関（WTO） 、国際連合、世界銀⾏、
経済協⼒開発機構（OECD）

貿易・デジタル経済
大臣会合

６月８日（土）～９日（日）
茨城県つくば市

農 業 大 臣 会 合
５月11日（土）～12日（日）

新潟県新潟市

保 健 大 臣 会 合
10月19日（土）～20日（日）

岡山県岡山市

労働雇用大臣会合
９月１日（日）～２日（月）

愛媛県松山市

財務大臣・

中央銀行総裁会議
６月８日（土）～９日（日）

福岡県福岡市

持続可能な成長のためのエ
ネルギー転換と地球環境に

関する関係閣僚会合
６月15日（土）～16日（日）

長野県軽井沢町

外 務 大 臣 会 合
11月22日（金）～23日（土）

愛知県名古屋市

観 光 大 臣 会 合
10月25日（金）～26日（日）

北海道倶知安町

首 脳 会 合
６月28日(金)～29日(土)

大阪府大阪市

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会

退 位 及 び 即 位 の 諸 儀 式

平成31年度以降に控える主な大規模イベント

退位の礼（平成31年４月）

即位の礼（平成31年５月、10月）

大嘗祭（平成31年11月）

各儀式には、国内外要⼈の多数の参列が⾒込まれる。

大
会
を
め
ぐ
る
状
況

● 国際的に⼤きな注⽬を集め、テロの脅威に加え、サイバー攻撃の発⽣

も懸念

● 各国⾸脳を始め、多数の要⼈が来訪

● 聖⽕リレーからパラリンピックの終了まで、⻑期間かつ広範囲
● スポーツの祭典としての雰囲気を損なわない、ソフトな警備が必要

● 競技会場の多くが通勤、物流等に係る交通需要が集中している地域に

⽴地しており、関係者や観客の輸送と⼀般交通が交錯
● ⼤会前年にはテストイベント、ラグビーＷ杯、G２０⼤阪サミット、

天皇陛下の御退位及び皇太⼦殿下の御即位等が予定

● 開催期間が真夏のため、酷暑の中での警戒活動

⼤会の特徴⼤会の概要

● オリンピック

７⽉24⽇〜８⽉９⽇（17⽇間）

競技数︓33競技 339種⽬

会場数︓42か所（１都８道県）

● パラリンピック

８⽉25⽇〜９⽉６⽇（13⽇間）

競技数︓22競技 540種⽬

会場数︓21か所（１都３県）

● 全国で聖⽕リレー、事前キャン

プ、⽂化イベント等を実施予定

※ H30年6⽉末現在

平成31年度 平成32年度

● 天皇陛下が国⺠の代表の前で最後のお言葉を述べられる儀式。

● ５⽉に「剣璽等承継の儀」及び「即位後朝見の儀」が、10月に「即位礼正殿の儀」、「祝賀御列の儀」及び「饗宴

の儀」がある。
「剣璽等承継の儀」：新天皇が皇位のしるしとされる神器を承継される儀式
「即位後朝見の儀」：即位後初めて国民の代表に会われる儀式
「即位礼正殿の儀」：即位を公に宣明されるとともに、その即位を内外の代表がことほぐ儀式
「祝賀御列の儀」 ：即位礼正殿の儀終了後、広く国民に即位を披露され、祝福を受けられるための御列
「饗宴の儀」 ：即位を披露され、祝福を受けられるための饗宴

● 即位後初めて国家・国⺠の安寧と五穀豊穣を祈念する皇室の儀式。

け ん じ

○平成３１年度以降、各種大規模イベントを控え、良好な治安確保や、テロの未然防止等の
ための警備体制の徹底が必要。

資料Ⅱ－８－４



ＯＤＡの種類

○ ＯＤＡの種類は、⼆国間援助として有償資⾦協⼒・無償資⾦協⼒・技術協⼒、 国際機関に対する
拠出・出資がある。

⼈材育成のための研修、専
⾨家・ボランティア派遣、開
発のための調査等

⾷糧援助や衛⽣、教育等のた
めの、返済義務を課さない開発
資⾦の贈与

低利（最低年利０．０１％）、
⻑期（最⻑４０年）による
開発資⾦の貸付

開発途上国の中でも⽐較的所得
が低い国（主に⼀⼈当たりＧＮ
Ｉが約１，９０５ドル以下）

開発途上国全般
（⼀⼈当たりＧＮＩが約６，８９
５ドル以下が⽬安）

開発途上国全般

ＪＩＣＡ ＪＩＣＡ、外務省等 ＪＩＣＡ、各府省等

内容

対象

実施主体

⼀般会計予算
（平成30年度）

１，６２１億円 ２，５４０億円４６０億円

政府開発援助
（ＯＤＡ）

⼆国間援助 国際機関に対する拠出・出資

技術協⼒有償資⾦協⼒
（円借款） 無償資⾦協⼒

国際機関（国連機関、世界銀⾏等）の活動に対する
資⾦協⼒ ⼀般会計予算（平成30年度） ９１７億円
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○ 国際協⼒機構（JICA）は、2017年10⽉以降、2017年度内の⽀出を伴う新規契約の公⽰を原則
先送りするとともに、契約済みの企業に対しても事業スケジュールの変更や年度内⽀出の圧縮を依
頼。これらにより、JICAは資⾦不⾜に陥っているのではないかと報道されたところ。

○ 結果として資⾦不⾜に陥らなかったものの、このような状況に⾄ったのは、JICAの予算執⾏管理
が適切になされていなかったことにある。

予算（事業費）の５⽉末執⾏状況の⽐較（百万円）

年度 予算額(a) 契約額(b) (b/a)
2017 101,390 62,928 62％
2016 108,640 62,649 58％
2015 112,868 57,100 51％

新中期
計画期間

旧中期
計画期間

中期計画期
間の最終年
度より⾼い

⽉次執⾏率推移（契約額ベース）

2015〜2016年度に
執⾏加速

この頃、契約の新規公
⽰の抑制、前払⾦の⽀
払い猶予等の依頼。

（％）

2014年度の予算執⾏残額を踏まえ、2015〜2016年度に執⾏
を加速。その結果、新中期計画１年⽬の2017年度の執⾏率が底上
げされ、相⼿国の事情による実施先送り等が発⽣する可能性を考慮し
ても、同年度末に予算を超過する⽔準まで上昇。
これを受け、今度は同年度に、契約の新規公⽰の抑制（発注の絞
り込み）など執⾏を抑制。

ＪＩＣＡ予算執⾏管理問題①

(a,b単位︓百万円)
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ＪＩＣＡ予算執⾏管理問題②

予算執⾏管理に関する諮問委員会におけるこれまでの議論（執⾏管理に関する主な指摘事項）
（予算執⾏管理の在り⽅）
・予算編成・配分時の積み上げが⽢く、また、予算と実⾏の乖離といったことは、独⽴⾏政法⼈化に伴うもの。独法制度の良いところは
活かしつつも、国の予算を扱う以上、締めるべきところは締めてきちんと管理すべき。

・予算執⾏管理を強化するためには、統制的なコントロールには限界があり、組織⽂化や⼈事評価などによるインセンティブ付け等により、
⾃律的な予算管理の動機付けと仕組みを整備する必要がある。

（進捗状況の把握、成果に対する評価）
・トップダウンによる予算統制が機能するためには、現場の⾏動計画と積上げ予算、その実施状況、⽀払実績、今後の事業達成までの
⾒込額や⽀出時期を経営層がタイムリーに把握できる仕組みが重要。

・事業事前評価表にあるＫＰＩやＫＧＩをしっかり書き込み、実施している活動が当初の達成⽬標に合致しているかをモニタリングす
べき。

・最終成果が、当初の達成⽬標のどこに繋がっているものかを明確にすべき。最初の計画から最後の成果まできちんと追いかけることで、
公的資⾦の使い⽅を常に効率化していくことが求められる。

○ 今般の問題を踏まえ、ＪＩＣＡは、本年７⽉に「予算執⾏管理室」を設置して事業費等を部局横
断的に管理・統制することとし、また理事会において、⼤規模な技術協⼒の要請案件に係る採択の
適否の検討等を⾏うこととしたところ。

○ また、これら当座の対応に加えて、外部有識者からなる「予算執⾏管理に関する諮問委員会」
（委員⻑︓細溝清史 公益財団法⼈⾦融情報システムセンター理事⻑）を⽴ち上げて更なる改善策を
検討中。年内に提⾔を取りまとめ、公表予定。

⇒ 独⽴⾏政法⼈は、国から独⽴した法⼈格が与えられ、事業実施や財務運営に⼀定の⾃主性が確保
されている以上、まずはＪＩＣＡ⾃⾝が、資⾦のひっ迫を⼆度と招かぬよう、後年度負担の適切な
把握を含め、予算の執⾏と事業の進捗管理を徹底すべき。
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外務省における適切な案件選定

○ ＪＩＣＡによる執⾏前（上流）段階では、途上国から技術協⼒に関する要請があった後、「現地
ＯＤＡタスクフォース」（注）の評価を経て、外務省本省において、開発協⼒⼤綱以下の各種⽅針、
外交上の意義を総合勘案し、案件が評価・選定されている。

○ このフローの中で、「要請案件数」〜「選定案件数」を⾒ると、⼀定の取捨選別はなされている
が、翌年度において⾦額的にどれだけ新規契約が可能かについては⼗分把握されていなかった。

⇒ 今般の問題を踏まえ、外務省においては、JICAから、過去に選定した後未実施となっている案
件や実施中の案件の状況、後年度負担額を踏まえた翌年度の契約可能額等を⼗分確認した上で案件
を選定すべき。併せて、政策的重要性の観点も含めて優先順位付けをきめ細やかに⾏うとともに、
状況に応じて⾒直す場合にも、時期や⼿順等を明確化するなど、⾒通しを持って円滑に執⾏できる
ように留意すべき。

技術協⼒の選定フロー

年度 要請
案件数

(左記の
うちＡ)

選定
案件数 (総額(億円)) 翌年度

契約可能額
JICA運営費

交付⾦等(億円)
2013 823 580 460 1,469
2014 782 599 472 1,503
2015 736 560 461 1,464
2016 719 586 494 1,492
2017 742 488 157 22.3(概算) 1,505

※ 上記の数値には、課題別研修、⻘年研修、地球規模課題対応国際科学技術協⼒プログラムは含まれていない。

現地
ODAタス
クフォース
の検討等

外務省によ
る案件選定
（各省、JICA
の意⾒聴取）

現地 外務省本省

ＯＤＡタスクフォースと外務省本省においては、案件について
以下の評価を実施。外務省本省でＡ評価のものが国際約束
の締結、ＪＩＣＡによる実施へ。
Ａ︓採択し、翌年度から開始
Ｂ︓予算の⼿当てが⾒込まれれば翌年度から開始を検討
Ｃ︓不明確な点があり、継続検討
Ｄ︓不採択

翌年度の契約可能額等を⼗分確認した上で選定すべき（Ａ評
価の案件は、予算上円滑に全案件を実施できるものとすべき）。
その上で、政策的重要性も含めて優先順位付けをきめ細やかに⾏
うべき（例︓⽬安となる割合を⽰しつつ、ＡＡＡ、ＡＡ、Ａなどに
区分）。評価を⾒直す場合も⼿順等を明確化すべき。未

把
握

適
切
に
把

握
さ
れ
ず

政府による
国際約束
の締結

途上国
からの
要請

JICAによる
事前調
査、詳細
決定、実

施ＪＩＣＡ

（注）⽇本⼤使館，JICAの現地事務所などをメンバーとして構成され，我が国のその国に対
する援助政策の⽴案や相⼿国政府との政策協議等を⾏う。原則全てのODA対象国に設置。
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厳しい財政状況の下における効率的・重点的な技術協⼒の推進

○ また、例えば、外務省が案件選定の際に参照する「開発協⼒重点⽅針」（同省が毎年度策定）は、
毎年度多少の変更はありつつも、基本的に分野網羅的。

⇒ 厳しい財政状況の下、外務省においては、「開発協⼒重点⽅針」等の各種⽅針の更なる重点化を
図るべき。また、こうした重点⽅針を踏まえ、後年度負担額の状況や翌年度契約額の⾒通しを明ら
かにしつつ、個々の案件の費⽤対効果を検証するなど、新規案件に係る外交政策上の重要性・優先
順位をしっかり⽰した上で毎年度の予算要求を⾏うべき。

（平成27年度）
重点① 普遍的価値の共有、国際社会の平和と安定に向けた協力

■ 法の支配、民主化、ガバナンスの確保
■ 平和構築、人道支援、テロ対策
■ 海上保安能力強化、海上交通路の安全確保
■ ジェンダー平等と人権の確保

重点② 開発途上国と日本の経済成長のための戦略的な開発協力の充実
■ インフラシステム輸出支援
■ 中小企業等の海外展開支援
■ ビジネス環境整備
■ 地方自治体の海外展開支援と地域社会の活性化
■ （高度交通情報システム、省エネ技術、地デジ等）日本方式の普及
■ 日本の医療技術・サービスの国際展開
■ 資源・食料の安定供給確保

重点③ 人間の安全保障の推進
■ 防災・災害復興
■ 感染症対策、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（ＵＨＣ）の推進
■ 環境問題・気候変動対策
■ ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）達成支援、ポスト2015年開発アジェンダ

対応支援

重点④ 戦略的なパートナーシップの構築
■ 戦略的なパートナーシップの強化
■ 国民参加機会の拡大
■ 文化・スポーツを通じた開発

重点① 国際社会の平和・安定・繁栄のための環境整備及び基本的価値の共有
◎「自由で開かれたインド太平洋戦略」の下,法の支配や航行の自由等を確保するための,海上保安能

力の強化や法制度整備等の分野で協力を行う。太平洋からインド洋に至る地域内外の「連結性」を
向上させ,地域全体の安定と繁栄を促進する。

◎人道支援と開発協力の連携を強化しつつ,平和構築,難民等支援,暴力的過激主義対策等の協力を
通じ,国際社会の平和と安定の実現に積極的に貢献する。また,開発途上国によるテロ対策・治安状
況の改善への協力等を通じて,海外で活躍する日本人の安全を確保する。

重点② ＳＤＧｓ達成に向けたグローバルな課題への対処と人間の安全保障の推進
◎ＳＤＧｓの達成に向け,各国と保健,食料,女性,教育,防災・津波対策,水・衛生,気候変動・地球環境問

題等の分野において,国家戦略や計画の策定から個別案件の実施に至るまでの協力を推進する。
特に,我が国が課題先進国として培ってきた経験を開発途上国における指導的人材に共有すること
を通じて,将来の親日派・知日派を育成するとともに,国際的な課題に対し,各国とともに一層戦略的に
取り組んでいくことを可能とする。

重点③ 途上国と共に「質の高い成長」を目指す経済外交・地方創生への貢献
◎開発途上国の「質の高い成長」の実現に向けた協力を行い,その協力を通じて,開発途上国と共に我

が国も成長し,我が国の地域活性化にも貢献する。特に,地方自治体や中小企業等の海外展開の支
援や対外直接投資に向けたビジネス環境整備を行うとともに,日本方式の普及を含め,「質の高いイン
フラ」の展開を一層推進する。また,開発途上国の産業人材育成とそれを通じて築いてきたネットワー
クも最大限活用する。

国益に資する開発協力,連携の強化,国民と共にある開発協力
上記①～③に取り組むに当たり,
◎二国間協力及び国際機関を通じた協力を有機的に連携させるとともに,日本の民間企業,地方自治

体,大学・研究機関,ＮＧＯ・ＣＳＯ等の参画を得た「日本の顔の見える協力」を推進する。また,開発途
上国を支援することへの国民の理解を深めるための国内広報に努めるとともに,開発協力を通して,
我が国の魅力や取組を積極的に対外発信する。国際協力事業関係者の安全対策を強化する。

「開発協⼒重点⽅針」の⽐較（抜粋）
（平成30年度）
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国際機関等の分担⾦・拠出⾦に関する当⾯の諸課題

○ 外務省は外交課題への対応のため、国際機関等を通じて分担⾦や任意拠出⾦を⽀出しており、過去の建議では任意拠出⾦に
ついて、評価の透明性・客観性の向上、⽀出の重点化を図るべきと指摘。外務省は平成27年度より「国際機関等に対する評
価」を導⼊し、評価基準、評価の⽬安、評価結果等を公表。

○ 評価結果はＢに偏りつつあり、評価基準ごとの評価は⾮公表。また、来年度要求では、評価結果の悪化にもかかわらず予算
要求額が増加している任意拠出⾦が存在。

⇒ 評価結果がＡ〜Ｃの総合評価に留まり、内訳が明らかでないことから、評価結果の妥当性を検証できず、⽀出の重点化
が困難。「国際機関等に対する評価」の客観性・透明性を⼀層向上させ、任意拠出⾦の優先度が分かるよう、評価基準ごと
の評価結果の公表や定量的評価の導⼊に努めるべき。

⇒ 定量的評価の導⼊に際しては、国際機関等の本部において組織運営や政策⽴案に関与する邦⼈幹部職員数や⽇本企業の
関与（例えば⽇本企業による調達規模等）等、数値化に馴染みやすい項⽬から検討を始め、我が国の財政運営が厳しさを
増す中、国際機関等への分担⾦・拠出⾦が効率的なものとなる取組を進めるべき。

■外務省による国際機関等の分担⾦・拠出⾦に対する評価

■30年度当初予算と31年度要求の⽐較

●評価基準
①国際機関等の専⾨分野における活動の成果・影響⼒、②国際機関等の組織・財政マネジメント、③⽇本の外交課題遂⾏における国際機関等の有
⽤性・重要性、④国際機関等における⽇本⼈職員・ポストの状況等、⑤⽇本の拠出⾦等の執⾏管理におけるＰＤＣＡサイクルの確保 等

●評価の⽬安
Ａ︓期待する成果を超える成果を上げている Ｃ︓期待する成果を上げているが、⼀部改善が必要
Ｂ︓期待する成果を着実に上げている Ｄ︓期待する成果を⼗分に上げていない

当初予算額
（30年度）

要求額
（31年度）

評価結果の悪化（A→B）
にもかかわらず、増額要求と
なった任意拠出⾦の合計
（7拠出⾦）

11.9億円 12.4億円

■任意拠出⾦の評価結果（事業数と⾦額）
29年度要求 30年度要求 31年度要求

A 22 (253.9億円) 23 (236.6億円) 13 (213.5億円)
B 47 (123.3億円) 49 (97.0億円) 54 (98.4億円)
C 5 (0.7億円) 4 (0.6億円) 8 (4.9億円)
D 0 (－) 0 (－) 0 (－)

合計 74 (377.8億円) 76 (334.2億円) 75 (316.8億円)
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（参考）国際機関等における⽇本企業の調達

○ 国連事務局では年間30億ドル（約3,330億円）、国連システム全体（40機関）では186億2,200万ドル（約2兆円）規模
の物品・サービスを調達しており、我が国が任意拠出⾦を⽀出しているその他の国際機関等においても調達活動を実施。

⇒ ⽇本企業による物品・サービスの供給が国連事務局や国連システムの調達額に占める割合は1％以下で推移。外務省は
分担⾦・拠出⾦を⽀出する国際機関等による調達活動の周知とともに、国際機関等に対して⽇本企業とのビジネス・
マッチングの機会の提供を拠出の条件とするなど働きかけを進めてはどうか。

■我が国の国連分担⾦と⽇本企業による調達額の推移
（単位︓億ドル） ■主な調達品⽬

●物品︓⾷料品、医療品、⾞両、パソコン、居住施設、通信機器、
燃料、建築資材 等

●サービス︓輸送、建設、コンサルタント、通信、レンタル、保守管理、
警備、資⾦管理

■⽇本企業による調達例
⾃動⾞、医薬品、⾷料、輸送、建設、⾦融、保険等

■調達額が低⽔準で推移する主な背景
●英語による国連ホームページへの企業登録、⼊札書類、契約条件
の交渉等

●物品・サービスの納⼊先が遠隔地の場合の輸送コスト
●⽇本企業の物品・サービスの認知度
●国連関係機関に対する納品ビジネスの認知度 等

■外務省の主な取組
●国連ビジネスセミナーの開催（外務本省）
※平成27年より毎年開催
・国連の調達担当者を招聘し、⼊札⼿続きや調達ニーズ等を紹介
するとともに、国連関係機関等の調達担当者と⽇本企業の個別
⾯談を実施。
（直近の開催実績）
・平成30年7⽉（於︓東京）
セミナー参加団体︓123社200名
個別⾯談参加団体︓56社

■国連分担率及び企業調達率の国際⽐較（2017年）
国名 分担率・調達率 国名 分担率・調達率
１位︓⽶国 22％・15.95％ ６位︓イギリス 4.46％・4.37％
２位︓⽇本 9.68％・0.38％ ７位︓ブラジル 3.82％・0.02％
３位︓中国 7.92％・1.07％ ８位︓イタリア 3.74％・2.19％
４位︓ドイツ 6.38％・0.53％ ９位︓ロシア 3.08％・6.92％
５位︓フランス 4.85％・2.91％ 10位︓カナダ 2.92％・1.42％
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3.5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

国連分担金 調達額
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5,400

5,600

5,800

6,000

6,200

6,400 外務省（左軸）

政府機関（右軸）

外務省の⼈員体制・在外公館数
○ 我が国は、諸外国よりも少ない公務員数で⾏政需要に応える簡素で効率的な政府を⽬指しているところ、外務省は、外交実施体制の抜本的強化とし
て、定員の拡充や在外公館の新設等を要求。

⇒ 既往の政府⽅針の下、外交実施体制の抜本的強化であっても単に増員をもって解決するのではなく、まずは業務の効率化や様々な⼯夫を⾏うべき。
⇒ 在外公館の新設についても、単なる諸外国の在外公館数との⽐較ではなく、国際社会における我が国の位置付けや、真に必要な外交政策の重要課
題等に照らして、効果的に配置すべき。また、新設に際しては、スクラップ・アンド・ビルドを徹底すべき。

JAPAN HOUSE Los Angeles

①政府機関・外務省定員の推移

純増
１５８人
を要求

②在外公館数の推移

192 192 193 194 194 194 194 195 195 195 195

199 204 203 205 203 204 207 215 220 223 226

127 133 133 134 134 136 139 145 149 150 151

100

120

140

160

180

200

220

240

我が国が国家承認している国の数
⼤使館数

在外公館数合計

➂主要国（P5＋独）との在外公館数の⽐較

④⼤使館を設置していない国との結びつき

151

58

15

151

65

10

153

61

12

146

88

13

161

89

24

168

98

10

169

89

21

英 日 独 露 仏 中 米

226
274

247
276

224 226

279
政府

代表部

大使館

主要国の
在外公館数
の平均250

注）⽇本の数値はＨ３０年度末予定。主要国の数値はＨ３０年１⽉現在。

総領事館

（人） （万人）

（出典︓外務省資料・ＨＰ、内閣⼈事局ＨＰ、税関HP より）

○ 日本が国家承認している国195カ国のうち、大使館が設置されていない
44カ国と日本との人的・経済的結びつきは弱い。

31年度は、在エリトリア大使館及び
在バヌアツ大使館を要求

〈在留邦人数〉 〈日系企業数〉 〈我が国との輸出入額〉
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80社会保障負担率（右軸）

租税負担率（右軸）

国防費の対税収比（左軸）

（対国民所得比：％）（対税収比：％）

各国の国防費（対税収比）と国民負担率（2015年）

（注１）NATO平均（米国除く）は、OECD非加盟国（5ヵ国）及び計数が取得できない国（3ヵ国）を除いた20か国の平均。
（注２）国防費の対税収比は、国および地方の税収の合計を使用。
（出典）OECD 「Revenue Statistics」「National Accounts」。ただし、日本の社会保障負担率および租税負担率は内閣府「国民経済計算」。

○ 国防費を対税収比で見た場合、日本は主要国と比較し遜色のない水準。
○ 他方、日本の租税負担率は国際的に見て低いところ、防衛関係費の水準を考えるにあたっては、
この点も考慮する必要があるのではないか。

（参考）「国際的に低い租税負担率の最も重要な要因は、戦後の軍事費の動向である。」（石弘光著「国家と財政：ある経済学者の追想」）
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≪平成30年度予算 主要経費の伸率≫

一般会計歳出の主要経費別内訳

３．新経済・財政再生計画の策定

（２）財政健全化目標と実現に向けた取組

全ての個別歳出分野について聖域なく見直しを行

い、経済再生と財政健全化の両立を図る。財政健全

化目標と毎年度の予算編成を結び付けるため、基盤

強化期間内に編成される予算については、以下の目

安に沿った予算編成を行う。

② 一般歳出のうち非社会保障関係費については、経

済・物価動向等を踏まえつつ、安倍内閣のこれまで

の歳出改革の取組を継続する。

経済財政運営と改革の基本方針2018
（平成30年6月15日閣議決定）

主 要 経 費 伸 率

社会保障関係費 1.5％

文教及び科学振興費 0.1％

地方交付税交付金等 ▲0.3％

防衛関係費 1.3％

うち中期防対象経費 0.8％

公共事業関係費 0.0％

経済協力費 ▲0.4％

中小企業対策費 ▲2.2％

エネルギー対策費 ▲4.7％

食料安定供給関係費 ▲2.5％
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１ この計画の実施に必要な防衛力整備の
水準に係る金額は、平成２５年度価格
でおおむね２４兆６，７００億円程度
を目途とする。

２ 本計画期間中、国の他の諸施策との調
和を図りつつ、調達改革等を通じ、一
層の効率化・合理化を徹底した防衛力
整備に努め、おおむね７，０００億円
程度の実質的な財源の確保を図り、本
計画の下で実施される各年度の予算の
編成に伴う防衛関係費は、おおむね２
３兆９，７００億円程度の枠内とする。

３ この計画については、３年後には、そ
の時点における国際情勢、情報通信技
術を始めとする技術的水準の動向、財
政事情等内外諸情勢を勘案し、必要に
応じ見直しを行う。

平成２６年度から平成３０年度までを
対象とする中期防衛力整備計画について、
「平成２６年度以降に係る防衛計画の大
綱」に従い、別紙のとおり定める。

（別紙）

Ⅰ 計画の方針

Ⅱ 基幹部隊の見直し等

Ⅲ 自衛隊の能力等に関する主要事業

Ⅳ 日米同盟の強化のための施策

Ⅴ 整備規模
Ⅲに示す装備品のうち、主要なものの

具体的整備規模は別表のとおりとする。

Ⅵ 所要経費

Ⅶ 留意事項

○ 中期防には、計画期間（５ヶ年間）における主要な装備品の具体的な整備規模とともに、中期防の下

で実施される各年度の予算編成に伴う防衛関係費（中期防対象経費）の総額が規定される。

○ 現中期防においては、各年度の予算編成を通じた歳出額の総額が記載されているが、新規後年度負担

額については記載がない。また、装備品の数量は記載されているが、その単価については明らかとなっ

ていない。

現中期防の概要等

≪現中期防（平成26～30年）の概要≫（平成25年12月17日閣議決定）※国家安全保障戦略、大綱と同日の閣議決定

注：哨戒機能を有する艦載型無人機については、上記の哨戒ヘリコプ
ター（ＳＨ－６０Ｋ）の機数の範囲内で、追加的な整備を行い得るも
のとする。

中期防の構成

区 分 種 類 整備規模

陸上自衛隊

機動戦闘車
装甲車
水陸両用車
ティルト・ローター機
輸送ヘリコプター（ＣＨ－４７ＪＡ）
地対艦誘導弾
中距離地対空誘導弾
戦車
火砲（迫撃砲を除く。）

９９両
２４両
５２両
１７機
６機

９個中隊
５個中隊
４４両
３１両

海上自衛隊

護衛艦
（イージス・システム搭載護衛艦）
潜水艦
その他
自衛艦建造計
固定翼哨戒機（Ｐ－１）
哨戒ヘリコプター（ＳＨ－６０Ｋ）
多用途ヘリコプター（艦載型）

５隻
（２隻）

５隻
５隻

１５隻
２３機
２３機
９機

航空自衛隊

新早期警戒（管制）機
戦闘機（Ｆ－３５Ａ）
戦闘機（Ｆ－１５）近代化改修
新空中給油・輸送機
輸送機（Ｃ－２）
地対空誘導弾ペトリオットの能力向上
（ＰＡＣ－３ＭＳＥ）

４機
２８機
２６機
３機

１０機
２個群及び
教育所要

共同の部隊 滞空型無人機 ３機

別表 Ⅵ 所要経費
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15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

27,000

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31要求

（億円）

（1.9％）
18,330

（1.5％）
17,972

（▲4.7％）
17,461

（▲5.5％）
16,990

（▲2.6％）
17,002

（▲2.2％）
16,623

（1.8％）
17,303

（▲0.5％）
16,540

（6.8％）
18,476

（8.2％）
17,895

（▲6.4％）
17,299

（▲7.7％）
16,517

（25.6％）
21,733

（17.8％）
19,465

（17.9％）
25,623

（18.2％）
22,998

（▲10.7％）
22,875

（▲9.6％）
20,800

（▲6.9％）
21,299

（▲5.3％）
19,700

（▲0.6％）
21,164

（1.2％）
19,938

（18.8％）
25,141

（26.1％）
25,141

26中期防衛力整備計画期間

○ 現中期防期間中、それ以前と比較して、長期契約に基づく装備品のまとめ買いなどにより、新規後年
度負担額が大きく増加。

○ この結果、予算の硬直化を招くとともに、平準化されない形で歳出規模の増大を招きかねない状況。
防衛関係費を適切にマネジメントするためには、次期中期防においても、新規後年度負担に一定の歯止
めをかけていく必要があるのではないか。

（注１）各年度の新規後年度負担額は一般会計当初予算計上額を記載。なお、東日本大震災復興特別会計については、24年度計上額は59億円、25年度計上額は376億円、26年度計上額は80億円。
（注２）〔 〕についてはSACO・再編を除く。
（注３）特定防衛調達分（緑色）は、27年度は固定翼哨戒機Ｐ－１、28年度分は哨戒ヘリコプター（ＳＨ－60Ｋ）等、29年度分は輸送ヘリコプター（ＣＨ－47ＪＡ）、30年度はＦ110エンジン

（戦闘機Ｆ－２用）維持部品のＰＢＬを含む。

（ ）は対前年比

新規後年度負担額の推移 資料Ⅱ－10－４



・ JROCでは、提案プロジェクトにつき、能力不要、能力削減、
配備スケジュール見直し、追加調査などの見直しが一定程度行
われている。

・ 他方、分析手法に改善の余地があり、例えば、優先度の高い
統合能力と軍種固有能力の峻別、過剰能力の削減による節減、
延命により現有プログラムを延長した場合と提案プログラムの
コスト比較などを見れば、活用できるリソースとバランスの取
れた要求となっているか審査する上で有益。

例えば、2000年代初頭、陸軍が開発していた自走砲クルセー
ダーについて、冷戦時代の欧州に配備すれば効果的も、陸上目標
の攻撃効果の観点で見た場合、大重量（40t以上）の自走砲より、
戦闘爆撃機と誘導ミサイルの組み合わせの方が展開速度や効果に
優れており、地域紛争等に介入しなければならない冷戦後の米軍
には後者の方が適切であると判断され、開発中止に追い込まれた
とされる。

・ 米軍では、冷戦後の不確実性の高まる状況に対応するため、装備品調達においても、戦略構想に基づき様々な脅威に対処可能な統合
作戦能力（capability）を定義し、装備品の要求性能や必要数量をトップダウンで決定する能力ベースのアプローチ（Joint 
Capabilities Integration and Development System: JCIDS）を2003年に導入。

・ JCIDSの主要目的は、各コマンド・軍種からの統合作戦能力の要求につき、識別・評価・立証した上で、優先順位付けを行うこととさ
れている。特に、作戦能力のポートフォリオマネジメントを通じ、軍全体の作戦能力要求の管理と優先順位付けが最も重要な目的と位
置付けられている。

・ JCIDSの運用は統合参謀本部を中心に行われており、統合参謀本部副議長と各参謀本部次長で構成される統合要求監査評議会（Joint 
Requirements Oversight Council：JROC）が親組織となり、実務を担う下部委員会と各種作業部会で構成されている。

・ 装備品調達においては、こうしたJCIDSのプロセスを経た上で、その後の予算・調達プロセスにつながることになるが、状況変化によ
るプロジェクトの修正・中止等も見据え、これらのプロセスは循環的なものとされている。

装備品の優先順位付け（戦略的な視点）

米軍の取組（JCIDS）

米国会計検査院（GAO）の評価（2012年）JCIDSに期待される成果

○ 米軍では、国家安全保障戦略（NSS）や国家防衛戦略（NDS）などの戦略体系に基づき、必要とされ
る統合作戦能力を定義し、軍全体の作戦能力・装備品要求を管理するとともにその優先順位付けを行
う軍種横断的なシステム（JCIDS）が存在。

○ 我が国においても、陸海空の各幕が要求を積上げるのではなく、島嶼防衛や弾道ミサイル防衛の観
点から、統合運用の観点を踏まえ装備品の優先順位を明確化し、必要性が認められても優先順位が低
いものについては、調達時期の先送りなど適確なメリハリ付けを行っていくべきではないか。

（出典）米国国防調達大学ウェブサイト、GAO議会報告（2012年2月）、東義孝「米国の防衛改革の構造と展望」（2009年3月：防衛研究所紀要掲載）
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（出典） 取得プログラムの分析及び評価（平成30年 防衛装備庁）、米空軍HP、

SELECTED ACQUISITION REPORT（2009年、2017年 米国防総省）、

Fixed Wing and Helicopter Reimbursement Rates（2018年 米国防総省）、

（※１） 最大貨物重量搭載時 （※２） 燃料及び修理費の所要額に飛行予定時間を除して算出

（※３） 上記表の算定基準の細部については、日本と米国で異なる可能性がある

（※４） 為替レートは、112円／ドル（30年度支出官レート）を使用

C-2 C-130J C-17

貨物室床面積 約 63㎡ 約 39㎡ 約 147㎡

航続距離 （※１）

（最大貨物重量）
約 4,500km
（約 36t）

約 3,300km
（約 15t）

約 4,400km
（約 75t）

ライフサイクルコスト
（取得（予定）機数）

19,052億円
（約30機）

15,942億円
（170機）

77,919億円
（223機）

１機あたりLCC 約 635億円 約 94億円 約 349億円

１機あたり機体単価 約 208億円 約 85億円 約 227億円

１機１時間あたり
運用・維持管理コスト

（※２）

約 2,740千円 約 618千円 約1,509千円

・ 小型無人偵察機であるRQ-11レイブンは、2003年から米軍が本格導入

し、英国、オーストラリア等においても導入。これまで2万機以上が生

産されており、世界で最も生産されているUAVと言われている。

・ RQ-11は、翼幅1.4m、重量1.9kgの小型固定翼機で、手投げ方式で離

陸。昼夜兼用で低高度における近距離偵察に活用。

・ 価格は機体本体で3.5万ドル、地上管制装置、スペアパーツ等を含め
た全体で25万ドル。（米軍は3機×1地上管制装置で運用）

【主要諸元】
・ペイロード：カラービデオ及び赤外線カメラ
・航続距離 ：10km
・飛行時間 ：60～90分
・速 度 ：32～81km/h
・高 度 ：対地高度30～152m
・飛行方法 ：マニュアル飛行及びGPS誘導

による完全自律飛行

（出典）米軍、AeroVironment社ウェブサイト等

装備品の優先順位付け（コストパフォーマンスの視点）

ドローンを活用した偵察 単位当たり輸送費

○ 特定の作戦能力が必要とされても、装備品の調達においては、コストパフォーマンスの観点からの
検討が不可欠。

○ 例えば、陸上偵察においては安価な小型無人偵察機（ドローン）が主要国の軍隊で普及しており、
旧来装備品中心の我が国においてもその活用を図っていくべきではないか。

○ また、装備品のコストパフォーマンスを的確に把握するため、ライフサイクルコストのみならず、
他の基準を用いた分析も行うべきではないか。例えば、米国防総省の取組のように航空機を飛行時間１
時間当たりのコストで比較することで、より費用対効果の高い装備品調達を行うべきではないか。

（参考）陸上自衛隊の主な偵察用装備と単価
装備品 単価 契約年度

偵察用オートバイ 1.1百万円 28年度
87式偵察警戒車 3.1億円 25年度
ＯＨ－１ 13.4億円 22年度
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26中期防計画 26年度～30年度予算
種 類 数量 単価 数量 (対計画) 平均単価 (増減) 最終単価 (増減)

陸
上
自
衛
隊

機動戦闘車 99両 4.8 87両 (▲12) 7.1 (48%) 7.6 (58%)
装甲車 24両 1.4 24両 (達成) 1.6 (12%) 1.8 (25%)
水陸両用車 52両 5.9 52両 (達成) 5.4 (▲8%) 6.3 (6%)
ティルト・ローター機 17機 60.5 17機 (達成) 74.6 (23%) 71.9 (19%)
輸送ヘリコプター(CH-47JA） 6機 55.8 6機 (達成) 66.5 (19%) 66.5 (19%)
地対艦誘導弾 9個中隊 85.2 7個中隊 (▲2) 91.3 (7%) 129.4 (52%)
中距離地対空誘導弾 5個中隊 171.9 4個中隊 (▲1) 221.1 (29%) 182.2 (6%)
戦車 44両 10.0 40両 (▲4) 11.5 (15%) 14.6 (46%)
火砲(迫撃砲を除く) 31両 9.5 31両 (達成) 10.3 (8%) 11.0 (15%)

海
上
自
衛
隊

護衛艦 3隻 509.1 3隻 (達成) 540.5 (6%) 453.8 (▲11%)
イージス・システム搭載護衛艦 2隻 1,386.0 2隻 (達成) 1,432.2 (3%) 1,416.6 (2%)
潜水艦 5隻 563.9 5隻 (達成) 639.8 (13%) 692.8 (23%)
その他 5隻 237.0 4隻 (▲1) 269.1 (14%) 196.6 (▲17%)
固定翼哨戒機(P-1) 23機 192.1 23機 (達成) 187.4 (▲2%) 186.5 (▲3%)
哨戒ヘリコプター(SH-60K) 23機 57.7 23機 (達成) 58.0 (1%) 57.0 (▲1%)
多用途ヘリコプター(艦載型) 9機 ― 0機 (▲9) ― ― ― ―

航
空
自
衛
隊

新早期警戒（管制）機 4機 512.0 4機 (達成) 177.6 (▲65%) 180.5 (▲65%)
戦闘機(F-35A) 28機 150.7 28機 (達成) 120.1 (▲20%) 98.7 (▲34%)
戦闘機(F-15)近代化改修 26機 23.4 20機 (▲6) 12.6 (▲46%) 12.6 (▲46%)
新空中給油・輸送機 3機 205.7 2機 (▲1) 180.4 (▲12%) 182.5 (▲11%)
輸送機(C-2) 10機 195.2 7機 (▲3) 206.4 (6%) 222.3 (14%)
地対空誘導弾ﾍﾟﾄﾘｵｯﾄ能力向上
(PAC-3 MSE)

2個群及び
教育所要

140.3
2個群及び
教育所要

(達成) 173.9 (24%) 173.9 (24%)

共同 滞空型無人機 3機 126.7 2機 (▲1) 112.7 (▲11%) 107.4 (▲15%)

26中期防計画単価と実績

（単位：億円）

○ 26中期防策定時の計画単価と実績を比較すると、多くの装備品において単価が上昇。次期中期防にお

いては、国民に対する説明責任の観点からも、計画単価を明示した上で、ライフサイクルを通じたプロ

ジェクト管理等を通じてこれを遵守するとともに、企業側のコスト削減努力を促し価格低減を図ってい

くべきではないか。

○ その際、単価が上昇する場合は、優先順位に従った調達数量のスクラップ＆ビルドを徹底するべきで

はないか。

※為替の影響額を除く。
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調達改革の一層の強化に向けて

防
衛
監
察
本
部

防衛装備庁内部部局

防
衛
政
策
局

整
備
計
画
局

人
事
教
育
局

地
方
協
力
局

大
臣
官
房

装
備
政
策
部

技
術
戦
略
部

調
達
管
理
部

長
官
官
房

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
管
理
部

調
達
事
業
部

各幕僚監部

人
事
教
育
部

運
用
支
援
・
訓
練
部

防
衛
部

装
備
計
画
部

監
理
部

指
揮
通
信

指
揮
通
信
シ
ス
テ
ム
・

情
報
部

衛
生
部

自衛隊の部隊 補給本部

※陸上幕僚監部の例

● 装備品の選定・調達にあたっては、統合運用の観点を
踏まえ、優先順位を明確化するべき。

● 装備品に必要な性能の具体化・明確化を徹底し、企業
提案の内容について、要不要を峻別すべき。その際、防
衛計画部門と調達・補給部門が連携し、ライフサイクル
コストの観点から最適な仕様・数量とすべき。

● 装備品の可動率向上を図るうえで、最も費用対効果が
高くなるように、部品の調達や改修を行うべき。

● プロジェクト管理対象装備品の対象を拡大するほか、
データに基づくコスト管理の質の向上を図るべき。

● 量産段階の装備品については価格逓減を前提に適切に
予定価格を算定するよう、予定価格訓令を見直すべき。

● 量産段階の契約でも原価監査を行うなど、原価監査の
対象を拡大するべき。

● 「装備品調達のプロ」の育成や外部人材の活用を行う
べき。

● 次期中期防衛力整備計画は、各装備品のライフサイクルコスト等
を踏まえた合理的な単価に基づいて策定するとともに、単価が上昇
した場合には各装備品間の優先順位を付けて調達することとすべき。

● 情報システム分野は特注が一般的で、市場価格が存在。原価計算
方式をやめ、適切な価格水準で調達すべき。

● 特定企業による一者応札などが続くシステム調達等
について、独立した立場から厳しくチェックすべき。
このため、防衛監察本部の技術的知見を抜本的に高

めるべき。

○ 調達改革は、防衛装備庁はもとより、防衛省の各部局が一丸となって進めていくことが不可欠。

○ 内部部局、各幕僚監部、防衛監察本部等においても、装備品の優先順位の明確化、個々の装備品に盛り込む性能の

精査、監察の強化などにより、調達の一層の効率化・合理化を実現することが必要。

○ 平成29・30年度においては、これまでの調達改革の取組に加え原価の精査などの新たな取組により、年2,000億円

程度の合理化効果を出しており、次期中期防衛力整備計画期間においては、この水準は達成したうえで、更なる上乗

せを目指すべきではないか。
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防衛装備庁設置後の取組状況（①ライフサイクルコスト、②コストデータベース）

① ライフサイクルを通じたプロジェクトの一元的な管理

○ ライフサイクルコスト（以下「LCC」）が当初計画以下となるようプロジェクト管理を行うことが基本であると

考えられるが、LCCによるコスト管理を行っている装備品15品目のうち、半数以上がコスト増となっている。プ

ロジェクト管理を適切に行うよう、管理の在り方について不断に見直しを行うべきではないか。

○ 中期防衛力整備計画に盛り込むような主要装備品について、適切にプロジェクト管理をするために、管理対象

装備品の拡大を図っていくべきではないか。

② コスト情報のデータベース化及び統計的な分析によるコスト評価手法の確立

平成26年度からシステム整備（合計３億円）を進めてきているにも関わらず、未だにコストの算定や評価に活用

できる状態になっていない。データに基づくコスト管理の取組は、掛け声倒れとなっているのではないか。

品目数
国内開発

FMS、国際

共同開発

現行基準よりコスト
が増加した装備品
（現行基準比）

１０品目

（104.1％）

７品目

（102.4％）

３品目

（108.1％）

現行基準よりコスト
が減少した装備品
（現行基準比）

５品目

（97.7％）

３品目

（99.6％）

２品目

（95.0％）

LCCを算定している装備品の平均量産単価の状況 コストデータベースに関する予算執行調査結果の概要（平成30年７月）

調査結果 今後の改善点・検討の方向性

平成28年度の契約件数は約6,800件、契約金額

は約1.8兆円であるが、データベースへの登録対

象は約2,200件、約1.1兆円 （計算価格が1千万円

未満は対象外）となっており、登録が完了した

データはそれぞれ約1,000件、6,500億円であった。

また、登録されたデータは、航空機や艦船など

装備品の種類毎で区分しているが、直接材料費や

加工費等の金額を入力しているだけであった。

（注）装備品ごとに「直接材料費」等の総額を入力するの

みであり、個別の資材価格などは入力されていない。

コストデータベースには金額基準を設

けるものではないことから、登録対象を

見直すとともに、データ入力についても

早急に実施すべき。

また、直接材料費や加工費等の金額だ

けでなく、部品費や材料費の項目を細分

化し、市場価格や企業が調達している資

材価格もデータベース化することにより、

LCCや計算価格算定の精度向上を図るべき。

（出典）取得プログラムの分析及び評価（平成30年 防衛装備庁）

（※１）平均量産単価＝量産配備段階の経費／調達予定数量

（※２）現行基準比は、各装備品の平均量産単価の現行基準
見積りと年度見積りの比率を単純平均した値

○ 会計検査院の意見（平成30年10月）

ア 製造原価の取得方法やコストデータの分析手法について、組織として問題を共有して対応を検討できる体制を整備した上で、コストデータの分析に適し

た製造原価を取得するための方策について民間企業等と調整して、コストデータの具体的な分析手法を十分に検討すること

イ アを踏まえて、入力したコストデータの比較や分析を行って見積資料等の妥当性の検証等を行うことによりＣＤＢシステムの有用性の検証等が可能とな

るシステムの在り方について検討し、ＣＤＢシステムの仕様の見直しについても検討すること、また、製造原価の取得の機会を十分に確保するために、原

価調査を積極的に行う体制を整備すること
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防衛装備庁設置後の取組状況（③人材の積極的な育成）

名称 実施期間 内容 実地研修

取得マネジメント研修
（初級、中級、上級、実践）

初級：６日、中級：４日
上級、実践：３日

プロジェクトの推進や取得に関する知識の習得
（講義、ケーススタディー、ワークショップ）

―

調達研修
（初任、初級、中級）

初任：２～３週間
初級：１～２か月
中級：３週間

・調達関連業務の遂行に必要な基本的な知識（調達一般、契約管理、
原価計算等）の付与

・調達・会計業務に従事するうえでの問題解決能力の向上

初級、中級：
民間企業等
（１日）

工数審査能力取得のための研修
（その１、その２）

その１：４日
その２：４日

企業の見積や実績工数のみに拠らない予定価格を算定するために必要
な工数審査能力の習得

―

JIS Q9100研修
（前期・後期）

前期：３日
後期：３日

JIS Q9100規格（航空宇宙・防衛産業に特化した品質マネジメントの
規格）の要求事項の解釈や内部監査の手法の習得

―

FMSに関する委託教育 ３週間
米国安全保障協力研究所（陸軍機関）において有償援助調達に関する
専門課程を受講

実習
（２週間程度）

大学院留学研修 修士：最大２年、博士：最大３年 装備品取得に係る課題の解決に関する高度なマネジメント能力の習得 ―

米・国防取得大学研修 ２～３年
PBL課程：ライフサイクル・ロジスティクス関連課程の受講
LCC課程：プログラム・マネジメント関連課程の受講

―

○ 防衛装備庁が実施している研修は座学が中心となっており、実地研修を盛り込んだ研修であっても、原価の精査と
いった調達改革に直結するような実践的なものとはなっていない。また、こうした研修を受講しておらず、調達実務の
経験も乏しい職員がプロジェクトマネージャーとなっているケースも見受けられる。

○ 国防総省契約監査局などの海外機関への長期の派遣や民間企業での実地研修に特化した専門的研修など、実践重視の
研修を実施したり、調達実務経験を有する職員をプロジェクトマネージャーとするなど、「装備品調達のプロ」を育成
していくべきではないか。

○ コスト管理に精通した民間出身者、公認会計士、米軍の専門家など、外部人材の活用も検討すべきではないか。

防衛装備庁における調達効率化のための主な研修

プロジェクトマネージャーの研修受講や調達実務経験の有無（平成30年10月現在）

総数
研修受講経験者

（取得マネジメント研修など）
調達実務経験者

資格保有者
（MOST法等）

いずれも該当せず

１５人 ６人 ６人 ３人 ６人

※ MOST法：作業ごとに標準時間を設定する経営管理手法
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防・民合算した加工費

民需の減少を防衛装備品の単価上昇で賄う構造の是正（予定価格訓令の見直し）

○ 特注品である防衛装備品は、適正価格を算定するため、予定価格訓令において原価計算方式（直材費や加工費等に一般管理・

販売費や利潤等を掛け合わせる方式）を採用。実務上、契約額は原価計算方式による価格（及びそれに基づく予算額）に強く影響

されているが、そもそもこの価格は官側の見積もりに過ぎず、必ずしもこの額で契約しなければならないものではない。

○ また、加工費は、必ずしも防衛装備品の製造に要した費用のみで算定されるわけではなく、企業判断により防需と民需を合算し

た「加工費レート」によって算定されているケースがあるが、こうした扱いは適当か。

※「加工費レート」とは、防需・民需の期間費用（減価償却費など）を、防需・民需の期間工数で除したものをいう。

○ 防需にあっては、必要な設備投資は官が初度費として支払っているほか、少量生産でもあるため、期間費用は小さく、期間工数

は大きくなる傾向。他方、民需にあっては、大量生産のための機械化と相まって、期間費用は大きく、期間工数は小さくなる傾向。

その結果、期間費用の負担が防需に偏りがちとなり、民需の設備投資を防需が実質的に負担する構造となっているのではないか。

※ 例えば、Ｘ社は課ごとに加工費レートを設定しており、防需と民需が切り分けられるケースが多い一方、Ｙ社は工場単位でレートを管理しており、防需
と民需を合算。工場単位でのレート算定の場合、他の工場との民需の割り振り方を調整してレートを高く設定する操作も可能となるのではないか。

○ 国内製造業の空洞化が叫ばれて久しい中、民需の減少を防衛装備品の単価の上昇で賄う構造は不健全であり、納税者への説

明責任や調達改革の観点から、現行制度の功罪を検証したうえで、とりわけ量産段階の装備品については価格逓減を前提に適切

に契約額を決定できるよう、予定価格訓令及びその運用を見直すべきではないか。

100 101 101
104

110

118

125

90

100

110

120

130

Ｙ社の例（防需・民需を合算）

加工費レートの推移
（23年度＝100）

※防衛省資料に基づき作成

防衛装備品の加工費

防衛装備品に係るＧＣＩＰ
GC:一般管理・販売費
I :調達資金に係る利子
P :適正利潤

防衛装備品の
直材費・直接経費

防・民合算したＧＣＩＰ

イメージ 実態

原価計算方式のイメージと実態

工数（防）

工数
（防）

×

加工費レート

工数（民）

費用（防） 費用（民）＋

＋

防衛装備品の
直材費・直接経費
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主要国防衛生産企業の統合状況

米国 欧州 日本
＜航空機＞ ＜航空機＞ ＜航空機＞

ボーイング

マクドネル・ダグラス ボーイング

・ロックウェル、ヒューズ（衛星） 等

【６社集約】

ロッキード

マーチン・マリエッタ

ロッキード・
マーチン

・ジェネラル・ダイナ ミックス（戦闘機）、ロラール 等

【１４社集約】

ノースロップ

グラマン

ノースロップ・
グラマン

・ウェスティングハウス（防衛、電子）、リットン 等

【１２社集約】

レイセオン

ビーチ

レイセオン

・テキサス・インスツルメント（防衛）、
ヒューズ（防衛）、ＢＡｅ（ジェット・ビジネス事業）

ＢＡｅ（英）

サーブ

ＢＡｅシステムズ

・その他機器メーカー 等

【２５社集約】
三菱重工業 三菱重工業

マルコーニ

アエロスバシアル
（仏）

マトラ（仏）

ダッソー（仏）

ＤＡＳＡ（独）

ＣＡＳＡ（西）

エ
ア
バ
ス エアバス

【５社集約】

民生分野も担当する企業

レオナルド
（旧フィンメカニカ）

アレニア（伊）

アグスタ（伊）

ウエストランド（英）

川崎重工業 川崎重工業

富士重工業 ＳＵＢＡＲＵ

＜艦艇＞

三菱重工業 三菱重工業

ＩＨＩ
ＩＨ
ＩＭ
Ｕ住友重機械

工業

三井造船
三井Ｅ＆Ｓ

造船

日立造船 ユニ
バー
サル
造船日本鋼管

川崎重工業 川崎重工業

経済産業研究所セミナー資料を元に作成

ＪＭＵ
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三菱重工（以下、ＭＨＩとする）は３月、経済産業省に、世界の航空機産業の変化、特に発展途上国における競合他社

の勃興は、日本が応えなければならない緊急命題となっていると述べた。また、航空機製造部門は「日本のエアバス」と

呼ばれるものに再編すべきだ、と提唱した。（中略）

大宮会長いわく、航空機製造業の併合は、例えば技術的な作業の統合や二重の設備投資の削減、技術や販路の共有など

により、コスト削減につながるだろう。特に、もし統合の結果がコンソーシアムではなく、合併であれば、管理コストも

削減されるかもしれない。（中略）

スバルは、ＭＨＩの提案に対してコメントすることを拒否した。川崎重工は、Aviation Week誌の質問には回答しな

かった。

経済産業省も同様の考えである。同省は４月に、Aviation Week誌の質問に対し、「日本の航空機産業は、国際市場で

の存在感を高めることを狙っている。次世代航空機製造へ参画していくためには、日本の航空産業各社はそれぞれ強みを

結集すべきであり、また既存の機体製造会社に限定されるべきでない。」と答えた。（後略）

防衛省策定の防衛生産・技術基盤戦略と民間企業による業界統合への動き

三菱重工 業界統合への後押しを継続（平成30年8月15日 Aviation Week記事（仮訳））

防衛生産・技術基盤戦略（平成26年6月（防衛省策定））

５．防衛生産・技術基盤の維持・強化のための諸施策

（４）防衛産業組織に関する取組

我が国の防衛産業組織の特徴としては、欧米のような巨大な防衛専業企業は存在せず、また、企業の中での防衛事業

のシェアは総じて低く、企業の経営トップへの影響力は一般的に少ない状況にあり、欧米諸国と比べて、企業の再編も

進んでいない。他方で、企業によっては収益性・成長性等の観点から防衛事業から撤退しているところもあり、防衛生

産・技術基盤のサプライチェーンの維持の観点からの問題が懸念されている状況となっている。そのような状況下にお

いて、企業の経営トップが、防衛事業の重要性・意義を理解することを促進し、また、企業にとっては、他社と相互に

補完し合うことによる国際競争力の強化、防衛省にとっては調達の効率化・安定化という観点から事業連携、部門統合

等の産業組織再編・連携（アライアンス）は有効な手段であるところ、その防衛産業組織の在り方について、今後検討

していく必要がある。
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